
動
物
保
護
管
理
行
政
に
お
け
る
猫
の
登
録
と
捕
獲

春 

藤 

献 

一

序
　
論

目
　
的

　
一
九
七
三
年
、
日
本
に
お
け
る
初
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
持
つ
動
物
保

護
法
と
し
て
、「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」（
以
下
で
は
「
動
物

保
護
管
理
法
」
あ
る
い
は
単
に
「
法
」
と
言
う
）
が
成
立
し
た
。
同
法
が
国
会
を

通
過
し
た
最
大
の
要
因
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
、
欧
米
諸
国
に
お
い
て

「
日
本
に
は
動
物
保
護
法
が
な
い
た
め
に
動
物
が
虐
待
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と

す
る
言
説
が
広
ま
り
、
こ
れ
が
外
圧
と
し
て
作
用
し
た
こ
と
で
あ
っ
た（

１
）

。

　
で
は
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
動
物
の
扱
い
は
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
も
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
の
は
、
猫
の
取
扱
い
で

あ
る
。
本
稿
で
は
、
動
物
保
管
理
法
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
「
動
物
保
護
管
理

行
政
」
に
お
け
る
、
猫
の
取
扱
い
に
着
目
す
る
。

　「
動
物
保
護
管
理
行
政
」
に
お
い
て
は
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
、
野
良
猫

用
の
捕
獲
器
貸
出
制
度
、
住
民
が
捕
獲
し
た
猫
の
引
取
り
と
い
っ
た
特
徴
的
な

施
策
が
、
一
部
の
市
町
村
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
政
府
も
こ
の
施
策

の
本
格
実
施
を
検
討
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
施
策

が
、
ど
の
よ
う
な
目
的
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
た
の
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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背
　
景

　
一
九
七
三
年
に
成
立
し
た
「
動
物
保
護
管
理
法
」
の
目
的
は
、
動
物
虐
待
防

止
や
適
正
な
取
扱
い
と
い
っ
た
「
動
物
の
保
護
」
に
よ
り
、「
国
民
の
間
に
動

物
を
愛
護
す
る
気
風
を
招
来
し
、
生
命
尊
重
、
友
愛
及
び
平
和
の
情
操
の
涵
養

に
資
す
る
」
こ
と
、
そ
し
て
動
物
か
ら
人
の
生
命
や
財
産
を
守
る
と
い
う
「
動

物
の
管
理
」
に
あ
る（

２
）

。

　
同
法
は
、
犬
や
猫
等
の
動
物
を
「
保
護
動
物（

３
）

」
と
定
め
、「
虐
待
」
や
「
遺
棄
」

を
罰
則
付
き
で
禁
じ
、
そ
の
一
方
で
、
都
道
府
県
と
政
令
で
定
め
る
市
（
以
下

で
は
「
都
道
府
県
等
」
と
言
う
）
に
対
し
、
飼
主
や
拾
得
者
か
ら
の
犬
と
猫
の
引

取
り
を
義
務
付
け
た
。
こ
の
引
取
義
務
規
定
に
よ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
動
物

の
保
護
と
管
理
を
目
的
と
し
て
、
犬
・
猫
の
引
取
り
と
、
そ
れ
に
伴
う
処
分
（
返

還
・
譲
渡
・
殺
処
分
）
を
行
政
が
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
た
だ
し
犬
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
「
狂
犬
病
予
防
法
」
に
引
取

り
を
義
務
付
け
る
規
定
（「
動
物
保
護
管
理
法
」（
一
九
七
三
年
）
の
附
則
に
よ
り

削
除
）
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
都
道
府
県
等
で
は
動
物
保
護
管
理
法
施
行
以
前

か
ら
、
犬
の
引
取
り
と
そ
れ
に
伴
う
処
分
は
行
わ
れ
て
い
た
。

　
他
方
で
、
猫
の
引
取
り
を
義
務
付
け
た
規
定
は
従
来
の
法
律
に
は
な
く
、
全

国
の
都
道
府
県
等
は
動
物
保
護
管
理
法
の
施
行
に
伴
い
、
猫
の
引
取
り
制
度
を

新
設
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

　
こ
の
猫
の
引
取
り
と
そ
れ
に
伴
う
処
分
を
め
ぐ
っ
て
は
、
自
治
体
に
お
け
る

施
設
や
人
手
、
政
府
に
よ
る
予
算
手
当
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
猫
の
引

取
り
に
伴
う
殺
処
分
や
焼
却
へ
の
忌
避
感
か
ら
、
法
施
行
後
も
猫
の
引
取
り
を

拒
否
す
る
都
道
府
県
等
が
見
ら
れ
る
等
、
政
府
・
自
治
体
間
で
の
混
乱
が
見
ら

れ
た（

４
）

。

　
こ
の
よ
う
に
「
動
物
保
護
管
理
法
」
は
猫
の
日
本
社
会
に
お
け
る
立
ち
位
置

を
大
き
く
変
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
猫
は
、
従
来
か
ら
「
狂
犬
病
予
防
法
」
等

に
基
づ
い
て
様
々
な
施
策
が
行
わ
れ
て
き
た
犬
と
は
違
い
、「
動
物
保
護
管
理

法
」
施
行
以
前
は
、
行
政
が
取
扱
う
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
行
政
は
、

法
の
施
行
に
伴
い
、「
猫
の
保
護
管
理
」
を
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
一
つ
と
し
て
模

索
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
動
物
保
護
管
理
行
政
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
等
は
独
自
に
動
物
保
護
管
理

条
例
や
、
危
険
動
物
の
管
理
に
関
す
る
条
例
を
定
め
る
事
例
も
多
く
見
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
条
例
の
法
学
的
議
論
に
つ
い
て
は
、
兼
子
仁
、
関
哲
夫
に
よ
る
研
究

（
一
九
八
四
年
）
に
詳
し
い（

５
）

。

　
ま
た
本
稿
が
取
り
扱
う
猫
の
登
録
制
度
や
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
は
、
前
述
の

犬
・
猫
の
引
取
義
務
規
定
と
の
関
係
が
深
い
。
こ
の
引
取
義
務
規
定
の
変
遷
と
、

こ
の
規
定
の
法
的
論
点
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
今
泉
友
子
の
研
究
（
二
〇
一
二

年
）
に
詳
し
い（

６
）

。

　
他
方
で
本
稿
が
取
扱
う
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
野
良
猫
用
の
捕
獲
器
貸
出

制
度
、
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
と
い
っ
た
施
策
は
、
市
町
村
に
よ
っ
て
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
施
策
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん

ど
研
究
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
ま
た
一
般
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
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し
か
し
、
駆
除
を
目
的
と
し
て
捕
獲
さ
れ
た
猫
を
、
前
述
の
引
取
義
務
規
定

に
基
づ
い
て
行
政
が
引
取
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
特
に
二
〇
一
二
年
以

降
の
引
取
義
務
規
定
の
改
正
に
関
わ
る
議
論
の
中
で
、
度
々
議
論
の
俎
上
に
載

せ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
は
本
稿
末
で
触
れ
る
。

　
な
お
本
研
究
が
主
に
論
述
の
対
象
と
す
る
施
策
は
「
動
物
保
護
管
理
法
」（
一

九
七
四
―
二
〇
〇
〇
年
）
の
下
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
が
二
〇
二

一
年
現
在
の
価
値
観
か
ら
こ
れ
ら
の
施
策
を
批
判
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
は
な
い
こ
と
を
申
し
添
え
る
。

方
　
法

　
本
稿
で
は
ま
ず
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
野
良
猫
の
捕
獲
を
い
ち
早
く
実
施

し
た
静
岡
県
旧
島
田
市
の
施
策
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
施
策
の
目
的
や
施
策
が

実
施
に
至
っ
た
経
緯
、
施
策
の
成
果
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
次
に
、

飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を
、
全
国
に
広
げ
よ
う
と
し
た
動

き
が
政
府
に
見
ら
れ
た
こ
と
を
検
討
す
る
。
最
後
に
、
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を

法
的
な
定
め
を
設
け
な
い
ま
ま
行
政
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
行
っ
て
い
た
自
治
体
が

あ
っ
た
こ
と
を
検
討
し
た
い
。

　
研
究
方
法
は
文
献
調
査
で
、
行
政
が
公
表
し
た
文
書
や
統
計
資
料
、
ま
た
当

時
の
新
聞
記
事
や
動
物
愛
護
団
体
が
発
行
し
た
資
料
を
用
い
る
。

一
、
静
岡
県
旧
島
田
市
に
お
け
る
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」

旧
島
田
市
の
概
要

　
ま
ず
取
り
上
げ
る
旧
島
田
市
は
、
静
岡
市
か
ら
見
て
南
西
方
向
、
静
岡
県
中

部
に
位
置
す
る
。
市
内
に
流
れ
る
大
井
川
の
左
岸
に
都
市
を
形
成
し
、
江
戸
時

代
に
は
東
海
道
の
宿
場
町
「
島
田
宿
」
と
し
て
栄
え
た
都
市
で
あ
る
。
一
九
七

五
年
の
国
勢
調
査
に
よ
れ
ば
、
人
口
は
六
万
八
八
二
〇
人
で
あ
っ
た（

７
）

。
旧
島
田

市
は
二
〇
〇
五
年
に
金
谷
町
と
新
設
合
併
し
、
二
〇
〇
八
年
に
は
川
根
町
を
編

入
し
て
い
る
。
本
論
文
で
は
金
谷
町
と
合
併
す
る
以
前
の
島
田
市
を
、
旧
島
田

市
と
表
記
す
る
。

静
岡
県
下
に
お
け
る
動
物
保
護
管
理
行
政
の
状
況

　
旧
島
田
市
が
立
地
す
る
静
岡
県
は
、
動
物
保
護
管
理
法
の
施
行
か
ら
お
よ
そ

五
年
が
経
っ
た
一
九
八
〇
年
時
点
で
も
、
県
に
お
い
て
同
法
に
関
す
る
業
務
を

実
施
す
る
部
署
が
決
め
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
、
動
物
保
護
管
理
法
の
施
行

に
伴
う
混
乱
が
最
も
顕
著
に
見
ら
れ
た
自
治
体
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
一
九
八
〇
年
時
点
で
も
、
法
が
都
道
府
県
と
政
令
で
定
め
た
市
に
義
務
付
け

た
猫
の
引
取
り
業
務
は
、
県
で
は
な
く
市
町
村
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
お
り
、
静

岡
県
下
の
市
町
村
は
、
県
が
頼
れ
な
い
た
め
に
、
独
自
に
猫
の
保
護
管
理
を

行
っ
て
い
く
必
要
性
が
あ
っ
た（

８
）

。
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そ
の
な
か
で
も
旧
島
田
市
は
、
一
九
七
六
年
に
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要

綱
」
を
定
め
て
、
独
自
に
猫
の
保
護
管
理
を
行
っ
た
自
治
体
で
あ
る
。
旧
島
田

市
が
定
め
た
要
綱
は
、
猫
の
引
取
り
制
度
だ
け
で
な
く
、
全
国
的
に
見
て
も
稀

な
飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
、
野
良
猫
の
捕
獲
を
可
能
と
す
る
規
定
を
持
つ
要
綱

で
あ
っ
た
。

「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
の
概
要

　
旧
島
田
市
が
定
め
た
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」（
以
下
で
は
単
に
「
要

綱
」
と
も
言
う
）
は
、
一
九
七
六
年
十
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
般
的
に
「
要
綱
」
あ
る
い
は
「
要
領
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
法
的
拘
束

力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
自
治
体
の
内
部
規
律
で
あ
り
、
事
務

処
理
を
行
う
た
め
の
方
針
や
基
準
で
あ
る
。
以
下
に
紹
介
す
る
「
ね
こ
の
保
護

管
理
指
導
要
綱
」
で
は
、
例
え
ば
「
ね
こ
の
飼
育
者
」
に
対
し
て
様
々
な
こ
と

を
求
め
る
が
、
こ
れ
は
要
綱
が
直
接
「
ね
こ
の
飼
育
者
」
を
縛
る
も
の
で
は
な

い
。「
指
導
要
綱
」
と
い
う
名
称
が
示
す
よ
う
に
、
市
が
「
ね
こ
の
飼
育
者
」

等
に
対
し
て
行
う
指
導
方
針
・
基
準
を
定
め
た
も
の
、
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ

る
。
こ
の
た
め
当
然
な
が
ら
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
に
は
罰
則
規
定

は
な
い
。

　
で
は
以
下
に
、
旧
島
田
市
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
の
全
文
を
引
用

す
る
。
要
綱
は
全
十
一
条
と
附
則
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱

（
趣
　
　
　
旨
）

第
１

条
　
ね
こ
の
飼
育
者
（
以
下
「
飼
育
者
」
と
い
う
。）
は
、
ね
こ
を

適
正
に
保
護
管
理
す
る
こ
と
に
よ
り
ね
こ
の
健
康
及
び
安
全
を
保
持
す

る
よ
う
に
努
め
る
と
と
も
に
、
ね
こ
が
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な

い
よ
う
飼
育
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ね
こ
の
登
録
）

第
２
条
　
飼
育
者
は
、
ね
こ
の
登
録
申
請
を
す
る
も
の
と
す
る
。

　
２
　
前
項
の
申
請
を
し
た
飼
育
者
に
は
、
登
録
番
号
を
付
し
た
首
鑑
を

交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
飼
育
の
表
示
）

第
３
条
　
飼
育
者
は
、
見
易
い
場
所
に
ね
こ
を
飼
育
す
る
旨
の
表
示
を
す

る
も
の
と
す
る
。

（
繁
殖
の
制
限
）

第
４
条
　
飼
育
者
は
、
ね
こ
が
み
だ
り
に
繁
殖
し
て
適
正
な
飼
育
が
困
難

と
な
る
よ
う
な
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
繁
殖
を
防
止
す
る
た
め
生
殖

を
不
能
に
す
る
等
の
措
置
を
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
捨
て
ね
こ
の
禁
止
）

第
５
条
　
飼
育
者
は
、
み
だ
り
に
ね
こ
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
。
ね
こ
の

飼
育
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
又
は
不
用
に
な
っ
た
と
き
も
、
ま
た
同
様

と
す
る
。
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（
不
用
ね
こ
の
引
き
取
り
）

第
６
条
　
飼
育
者
か
ら
飼
育
が
困
難
に
な
っ
た
ね
こ
又
は
不
用
に
な
っ
た

ね
こ
の
処
置
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
市
は
こ
れ
を
引
き
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
ね
こ
の
死
体
収
容
）

第
７
条
　
道
路
、
公
園
、
広
場
そ
の
他
公
共
の
場
所
等
に
お
い
て
ね
こ
の

死
体
を
発
見
し
た
者
は
、
そ
の
飼
育
者
が
判
明
し
て
い
る
と
き
は
飼
育

者
に
、
飼
育
者
が
判
明
し
な
い
と
き
は
市
へ
す
み
や
か
に
通
報
す
る
も

の
と
す
る
。

（
ね
こ
の
捕
獲
）

第
８
条
　
飼
育
者
が
不
明
で
、
か
つ
人
に
迷
惑
を
お
よ
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ

る
ね
こ
は
、
こ
れ
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
導
員
）

第
９
条
　
ね
こ
の
適
正
な
飼
養
指
導
を
行
う
た
め
指
導
員
を
置
く
。

　
２
　
指
導
員
は
、
衛
生
委
員
及
び
市
職
員
と
す
る
。

（
ね
こ
の
実
態
調
査
）

第
10
条
　
市
は
、
ね
こ
の
飼
育
数
の
実
態
を
把
握
す
る
た
め
、
定
期
的
に

調
査
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
ね
こ
の
愛
護
週
間
）

第
11
条
　
ね
こ
の
愛
護
と
適
正
な
飼
育
に
つ
い
て
、
関
心
と
理
解
を
深
め

る
た
め
、
こ
の
愛
護
週
間
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

附
　
　
　
則

こ
の
要
綱
は
、
昭
和
51
年
11
月
１
日
か
ら
施
行
す
る（

９
）

。

　
要
綱
は
、
第
一
条
の
趣
旨
に
も
あ
る
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
猫
の
飼
育
者
に

対
し
て
、
適
正
な
猫
の
保
護
と
管
理
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
適
正
な
猫
の

保
護
管
理
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
猫
を
健
康
に
、
そ
し
て
安
全
に
飼
育
し
、

ま
た
同
時
に
猫
に
よ
る
迷
惑
を
防
止
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。

　
規
定
内
容
は
、
動
物
保
護
管
理
法
で
も
規
定
さ
れ
る
、
繁
殖
制
限
（
第
四
条
）

や
、
遺
棄
の
禁
止
（
第
五
条
）、
不
用
猫
の
引
取
り
（
第
六
条
）、
死
体
収
容
（
第

七
条
）
の
他
、
い
く
つ
か
特
徴
的
な
規
定
が
あ
る
。
一
つ
は
、
飼
い
猫
の
登
録

制
度
（
第
二
条
）
で
あ
る
。

　
飼
い
猫
の
登
録
制
度
は
、
飼
育
者
に
猫
の
登
録
を
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で

あ
る
。「
飼
い
ね
こ
の
登
録
申
請
書
及
び
登
録
台
帳
」
の
様
式
に
よ
れ
ば
、
所

有
者
の
氏
名
と
住
所
、
猫
の
種
類
、
毛
色
、
生
年
月
日
、
性
別
、
呼
び
名
、
特

徴
を
申
告
し
、
登
録
年
月
日
、
登
録
番
号
を
付
し
て
記
録
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る（
10
）

。
　
こ
の
他
の
特
徴
的
な
規
定
と
し
て
は
、
猫
の
捕
獲
（
第
八
条
）、
猫
の
実
態

調
査
（
第
十
条
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　
第
八
条
は
、
飼
育
者
が
わ
か
ら
な
い
猫
で
、
人
に
迷
惑
を
か
け
る
可
能
性
の

あ
る
猫
を
捕
獲
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。
猫
の
捕
獲
を
可
能
と
す

る
規
則
は
、
全
国
的
に
、
ま
た
現
代
ま
で
時
間
軸
を
広
げ
て
み
て
も
数
少
な
い
。
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当
時
、
猫
は
放
し
飼
い
に
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
屋
外
に
い
る
猫
に
飼

主
が
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の

た
め
屋
外
に
い
る
猫
を
捕
獲
す
れ
ば
、
誤
っ
て
飼
い
猫
を
捕
獲
し
て
ト
ラ
ブ
ル

に
発
展
す
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
お
り
、
避
け
ら
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　
猫
の
実
態
調
査
（
第
十
条
）
を
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
旧
島
田
市
の

要
綱
は
、
猫
を
人
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
す
る
意
図
が
全
体
的
な
傾
向
と
し
て

見
て
取
れ
る
。

　
で
は
な
ぜ
、
旧
島
田
市
は
猫
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
管
理
す
る
必
要
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

二
、
旧
島
田
市
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
制
定
の
経
緯

乳
児
が
野
良
猫
に
襲
わ
れ
る

　
旧
島
田
市
が
猫
の
管
理
に
乗
り
出
し
た
背
景
に
は
、
野
良
猫
が
乳
児
を
襲
う

と
い
う
、
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
咬
傷
事
故
の
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
九
七
六
年
四
月
二
十
四
日
、
静
岡
県
西
部
に
位
置
す
る
天
竜
市
に
お
い
て
、

乳
児
が
野
良
猫
に
襲
わ
れ
、
指
四
本
を
失
う
と
い
う
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
故
が

起
き
た
。
地
元
紙
の
静
岡
新
聞
は
、
そ
の
翌
日
に
事
故
を
伝
え
る
記
事
を
掲
載

し
た
。
記
事
は
「
ノ
ラ
猫
、
赤
ち
ゃ
ん
襲
う  

二
階
で
昼
寝
中
、
重
傷  

天
竜  

手
の
指
四
本
く
い
ち
ぎ
る
」
と
見
出
し
を
打
ち
、
二
十
四
日
午
後
三
時
頃
、
生

後
五
ヶ
月
の
乳
児
が
自
宅
二
階
で
野
良
猫
に
手
を
か
ま
れ
、
血
ま
み
れ
に
な
っ

て
い
る
の
を
母
親
が
見
つ
け
た
と
伝
え
た
。
乳
児
は
右
手
の
小
指
を
除
く
四
本

の
指
が
根
元
か
ら
食
い
ち
ぎ
ら
れ
る
重
傷
で
、
母
親
が
駆
け
つ
け
た
時
、
逃
げ

る
猫
を
見
た
と
さ
れ
る（

11
）

。

　
こ
の
事
故
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
静
岡
県
内
で
は
、
猫
の
保
護
管
理
の
あ
り

方
を
め
ぐ
る
議
論
が
起
こ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
新
聞
記
事
を
頼
り
に
、
議

論
の
展
開
を
見
て
い
き
た
い
。

宙
に
浮
い
た
「
愛
護
法
」

　
事
故
か
ら
十
一
日
後
、
静
岡
新
聞
は
「
な
ぜ
ダ
メ 

不
用
ネ
コ
引
き
取
り  

宙

に
浮
い
た
「
愛
護
法
」
赤
ち
ゃ
ん
襲
っ
た
事
件
で
浮
き
彫
り
」
と
見
出
し
を
つ

け
た
記
事
を
掲
載
し
た
。
こ
の
記
事
で
は
、
リ
ー
ド
に
お
い
て
事
故
が
静
岡
県

下
で
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
た
か
、
そ
の
影
響
を
書
い
て
い
る
。
抜
粋
し
て
引

用
す
る
。

　
事
件
は
、
乳
幼
児
を
持
つ
母
親
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
。
そ
の

後
、
同
市
内
で
は
野
犬
や
ノ
ラ
ネ
コ
の
一
掃
を
叫
ぶ
声
が
高
ま
り
、
と
り

あ
え
ず
十
一
日
に
同
市
二
俣
地
区
で
一
斉
に
野
犬
の
睡
眠
薬
捕
獲
を
行
う

こ
と
に
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
論
議
の
中
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の

は
、
二
年
半
前
に
鳴
り
物
入
り
で
登
場
し
た
動
物
愛
護
法
「
動
物
の
保
護

及
び
管
理
に
関
す
る
法
」
が
、
ま
っ
た
く
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
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る
現
実
だ
っ
た
―（
12
）

。

　
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
事
故
に
よ
っ
て
「
動
物
愛
護
法
」
と
表
現
さ

れ
る
「
動
物
保
護
管
理
法
」
が
「
ま
っ
た
く
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
」

と
伝
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
記
事
を
さ
ら
に
引
用
す
る
。

　
市
民
の
間
で
話
題
に
な
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
〝
原
因
論
〞
の
中
か
ら
、「
不

用
に
な
っ
た
犬
の
引
き
取
り
は
い
い
の
に
ど
う
し
て
ネ
コ
は
ダ
メ
な
の

か
」
と
い
う
疑
問
が
で
た
。
確
か
に
、
同
市
を
管
内
に
持
つ
天
竜
保
健
所

だ
け
で
な
く
、
県
下
の
各
保
健
所
は
ど
こ
も
ネ
コ
の
引
き
取
り
は
し
て
い

な
い
。「
こ
れ
が
ノ
ラ
ネ
コ
を
ふ
や
す
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
」
と

い
う
の
が
、
こ
の
疑
問
の
出
発
点
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
律
の
中
に
は
「
都
道
府
県
ま
た
は
政
令
指
定
都
市

は
、
求
め
ら
れ
れ
ば
犬
だ
け
で
な
く
ネ
コ
の
引
き
取
り
も
し
な
く
て
は
ら

な
い
」
と
す
る
一
項
が
あ
る
。
引
き
取
り
を
受
け
持
つ
の
が
保
健
所
か
ど

う
か
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
県
は
引
き
取
り
要
望
を
拒
む
こ
と
は
で

き
な
い
わ
け
だ
。
同
法
が
制
定
さ
れ
た
の
は
四
十
八
年
十
月
一
日
だ
か
ら
、

以
来
二
年
半
の
間
、
県
は
同
法
を
〝
無
視
〞
し
て
き
た
格
好
に
な
る（

13
）

。

　
法
が
猫
の
引
き
取
り
を
都
道
府
県
等
に
義
務
付
け
て
い
る
の
に
、
静
岡
県
は

法
を
〝
無
視
〞
し
て
引
取
り
を
拒
ん
で
い
る
。
こ
の
「
動
物
保
護
管
理
法
が
宙

に
浮
い
た
状
態
」
が
、
野
良
猫
を
増
や
す
一
因
と
な
り
、
事
故
に
繋
が
っ
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
記
事
は
、
事
故
当
時
、
県
に
お
い
て
法
を
暫
定
的
に
担
当
し
て
い
た
県
食
品

衛
生
課
を
取
材
し
て
い
る
。
課
に
よ
れ
ば
、
猫
の
引
取
り
は
、
予
算
や
技
術
的

な
課
題
が
山
積
し
て
い
て
検
討
中
の
段
階
で
あ
り
、「
法
は
宙
に
浮
い
て
い
る

と
い
わ
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。
記
事
を
引
き
続
き

引
用
し
よ
う
。

　
県
で
は
「
ネ
コ
を
引
き
取
っ
て
く
れ
と
い
う
申
し
出
は
犬
に
比
べ
て
極

め
て
少
な
い
。
今
の
ま
ま
で
も
大
き
な
問
題
は
な
い
と
思
う
」
と
話
す
。

し
か
し
、
ノ
ラ
ネ
コ
を
ふ
や
さ
な
い
た
め
に
と
積
極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
た
と
仮

定
し
て
、
果
た
し
て
そ
う
い
え
る
か
ど
う
か
。「
ど
ん
な
方
法
に
し
ろ
ま

ず
や
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
」
と
の
批
判
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
と
こ

ろ
だ
ろ
う（

14
）

。

　
公
然
と
法
の
〝
無
視
〞
を
正
当
化
す
る
県
に
対
し
、
記
事
は
真
っ
向
か
ら
反

論
す
る
。

　
そ
の
う
え
で
記
事
は
、
法
が
掲
げ
る
動
物
の
保
護
と
管
理
は
、
基
本
的
に
は

飼
主
の
責
任
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
捨
犬
、
捨
猫
の
問
題
を
二

次
的
な
問
題
と
位
置
付
け
る
。
そ
し
て
安
易
に
動
物
を
手
放
す
例
が
後
を
絶
た

な
い
現
状
は
、
飼
主
責
任
と
い
う
法
の
第
一
の
趣
旨
か
ら
言
っ
て
も
、
宙
に
浮
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い
て
お
り
、「
法
は
、
飼
い
主
、
行
政
の
両
方
に
ソ
ッ
ポ
を
向
か
れ
て
い
る
と

い
え
そ
う
だ
」
と
締
め
く
く
っ
た（

15
）

。

県
対
市
町
村
の
「
非
行
ネ
コ
論
争
」

　
猫
の
保
護
管
理
を
巡
る
議
論
は
、
事
故
か
ら
約
四
ヶ
月
後
、
新
た
な
展
開
を

見
せ
る
。

　
一
九
七
六
年
八
月
十
七
日
、
読
売
新
聞
静
岡
版
に
、
猫
の
引
取
り
に
関
す
る

記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
静
岡
新
聞
が
県
を
批
判
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
議
論
は
、

県
と
県
下
の
市
町
村
間
で
の
議
論
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
記
事
は
「
非
行

ネ
コ
論
争  

取
り
締
ま
り
で
県
と
市
町
村  
県
が
引
き
と
っ
て  

市
で
条
例
化
、

登
録
し
た
ら  

県
」
と
見
出
し
を
打
ち
、
猫
の
引
取
り
を
県
が
行
う
べ
き
と
す

る
市
町
村
と
、
業
務
を
行
い
た
く
な
い
県
と
の
対
立
を
伝
え
た
。
記
事
の
リ
ー

ド
を
抜
粋
し
て
引
用
し
よ
う
。

　
事
件
を
機
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
が
野
良
ネ
コ
対
策

―
「
県

で
取
り
締
ま
り
を
」
と
い
う
市
助
役
会
（
会
長
・
三
高
正
己
静
岡
市
助
役
）

だ
が
、「
ネ
コ
の
習
性
か
ら
、
犬
み
た
い
に
首
輪
は
か
け
ら
れ
な
い
し
、

指
導
員
も
お
い
そ
れ
と
養
成
で
き
る
か
ど
う
か
」（
山
本
知
事
）
と
県
は

二
の
足
を
踏
み
、
逆
に
「
市
で
テ
ス
ト
的
に
ネ
コ
条
例
で
も
作
っ
て
み
た

ら
」
と
出
来
れ
ば
体
を
か
わ
し
た
い
ハ
ラ
。
県
対
市
町
村
の
〝
ネ
コ
論

争
〞
は
こ
こ
当
分
ま
だ
決
着
が
つ
き
そ
う
に
も
な
い（

16
）

。

　
記
事
は
続
け
て
、
静
岡
県
下
の
全
市
が
揃
っ
て
、
県
に
対
し
て
猫
の
取
締
を

要
望
す
る
こ
と
に
決
め
た
と
伝
え
た
。
要
望
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
イ
ヌ
同
様
、
ネ
コ
に
つ
い
て
も
、
凶
暴
、
悪
質
化
す
る
野
良
ネ
コ
は
県

畜
猫
（
び
ょ
う
）
指
導
員
に
捕
獲
、
処
分
さ
せ
る
一
方
、〝
善
良
〞
な
飼

い
ネ
コ
と
区
別
す
る
た
め
登
録
制
を
と
り
、〝
非
行
ネ
コ
〞
発
生
を
防
止

す
る
不
用
ネ
コ
引
き
取
り
も
、
県
の
責
任
で
や
ら
せ
よ
う
と
い
う
わ
け（

17
）

。

　
県
に
要
望
す
る
「
猫
の
取
締
り
」
の
内
容
は
、
野
良
猫
の
捕
獲
と
、
飼
い
猫

の
登
録
制
度
、
不
用
猫
の
引
き
取
り
の
三
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
県
は

次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。

　
県
衛
生
部
は
「
不
用
ネ
コ
の
引
き
取
り
は
と
も
か
く
、
野
良
ネ
コ
捕
獲
、

飼
い
ネ
コ
登
録
制
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
」
と
手
を
振
る
。

　
野
犬
捕
獲
、
犬
登
録
制
は
「
狂
犬
病
予
防
法
」
に
基
づ
く
措
置
で
、
ネ

コ
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
の
が
第
一
の
理
由
。「
あ
え
て
実
施
す
る
な
ら

条
例
を
作
っ
て
、
登
録
ネ
コ
に
首
輪
で
も
か
け
る
し
か
な
い
が
、
ネ
コ
は

犬
と
違
っ
て
首
輪
が
き
ら
い
。
つ
な
が
れ
る
前
に
首
輪
を
食
い
ち
ぎ
っ
た

り
、
も
ん
死
し
た
り
す
る
恐
れ
も
あ
り
、
な
に
よ
り
愛
び
ょ
う
家
た
ち
か

ら
〝
ネ
コ
虐
待
〞
と
総
ス
カ
ン
を
食
い
か
ね
な
い
」
と
い
う
。

　
そ
れ
に
、
だ
れ
が
野
良
ネ
コ
捕
獲
に
当
た
る
か
。
畜
犬
指
導
員
も
「
犬
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は
と
も
か
く
ネ
コ
は
ま
っ
ぴ
ら
。
昔
か
ら
〝
ネ
コ
は
七
代
た
た
る
〞
の
こ

と
わ
ざ
も
あ
る
の
で
…
…
」
と
し
り
ご
み
、
技
術
的
に
も
問
題
が
多
い
。

　「
ど
う
し
て
も
ネ
コ
取
り
締
ま
り
を
や
り
た
い
な
ら
、
自
身
で
条
例
を

つ
く
っ
た
ら
」。
県
は
、
天
竜
市
に
、
逆
に
独
自
の
対
策
づ
く
り
を
勧
告

し
て
い
る（

18
）

　
県
が
市
の
要
望
を
一
蹴
し
た
理
由
は
、
①
法
的
な
課
題
（
犬
と
違
い
、
捕
獲

や
登
録
制
度
を
定
め
る
狂
犬
病
予
防
法
の
よ
う
な
法
が
存
在
し
な
い
た
め
、
ま
ず
条

例
が
必
要
）、
②
猫
の
習
性
に
関
す
る
課
題
（
首
輪
を
嫌
う
）、
③
動
物
愛
護
の

課
題
（
愛
猫
家
か
ら
の
批
判
の
お
そ
れ
）、
④
動
物
観
の
課
題
（
猫
の
捕
獲
を
し
た

く
な
い
）、
⑤
猫
の
捕
獲
技
術
の
課
題
と
い
う
よ
う
に
、
多
く
の
課
題
が
示
さ

れ
る
。
県
は
猫
の
取
り
締
ま
り
を
強
力
に
要
望
し
た
天
竜
市
に
、
市
で
独
自
に

や
っ
て
み
て
は
と
提
案
す
る
が
、
天
竜
市
も
予
算
や
技
術
面
か
ら
困
難
で
あ
る

と
消
極
的
で
あ
っ
た
。

猫
の
捕
獲
と
登
録
に
乗
り
出
す
旧
島
田
市

　
旧
島
田
市
が
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
を
定
め
る
の
は
、
こ
の
「
非

行
ネ
コ
論
争
」
か
ら
お
よ
そ
二
ヶ
月
半
後
の
一
九
七
六
年
十
一
月
一
日
で
あ
る
。

同
三
十
日
に
は
、
静
岡
新
聞
が
要
綱
に
関
し
、「
適
正
管
理
呼
び
か
け
＝
野
良

ネ
コ
追
放
に
本
腰
の
島
田
市
＝
近
く
愛
猫
手
帳
な
ど
配
布
」
と
見
出
し
を
打
っ

た
記
事
を
掲
載
し
た
。
以
下
に
抜
粋
を
引
用
す
る
。

　
飼
い
ネ
コ
の
登
録
制
を
取
り
入
れ
、
飼
い
主
に
動
物
愛
護
の
精
神
に
基

づ
く
管
理
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
野
良
ネ
コ
追
放
に
役
立
て
よ
う
―

と
、
島
田
市
で
は
「
飼
い
ネ
コ
の
保
護
、
管
理
指
導
要
項
」
を
作
成
し
、

来
月
中
旬
ま
で
に
は
、
登
録
番
号
を
打
ち
込
ん
だ
「
首
輪
」
や
「
愛
猫
手

帳
」「
門
標
」
を
市
内
約
二
千
世
帯
の
ネ
コ
飼
育
家
庭
に
配
布
す
る
。

　
愛
猫
手
帳
と
い
う
の
は
、
既
に
登
録
制
が
実
施
さ
れ
て
い
る
犬
の
愛
犬

手
帳
と
同
様
の
も
の
で
、
飼
育
者
の
住
所
、
氏
名
か
ら
、
ネ
コ
の
種
類
、

性
別
、
生
年
月
日
、
毛
色
な
ど
の
特
徴
ま
で
記
入
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。

　
市
環
境
衛
生
課
が
各
町
内
会
の
衛
生
委
員
（
八
十
三
人
）
の
協
力
で
調

査
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
二
十
九
日
現
在
、
市
内
に
は
二
千
十
三
匹
の
飼

い
ネ
コ
が
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。（
…
…
）

　
こ
の
手
帳
で
飼
育
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
は
「
ネ
コ
の
保
護
管
理

を
徹
底
さ
せ
る
」
こ
と
や
「
繁
殖
の
制
限
（
避
妊
）」「
捨
て
ネ
コ
の
禁
止
」

「
不
用
ネ
コ
の
引
き
取
り
」
な
ど
で
、
動
物
愛
護
に
基
づ
く
適
正
な
管
理

が
中
心
と
な
っ
て
い
る（

19
）

。

　
記
事
中
で
言
及
さ
れ
る
「
愛
猫
手
帳
」
は
、
飼
い
猫
と
飼
主
の
情
報
を
記
録

す
る
と
共
に
、「
猫
の
保
護
管
理
の
徹
底
」
や
「
繁
殖
制
限
」「
遺
棄
の
禁
止
」

「
不
用
猫
の
引
取
り
制
度
」
と
い
っ
た
、「
動
物
愛
護
に
基
づ
く
適
正
な
管
理
」

に
つ
い
て
も
記
載
が
あ
り
、
広
報
媒
体
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
て
い
た
。
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ま
た
旧
島
田
市
は
各
地
区
の
衛
生
委
員
の
協
力
を
得
て（

20
）

、
市
内
の
飼
い
猫
の

数
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
約
二
千
世
帯
で
二
〇
一
三
頭
と
い
う
値
の
正
確
性

に
つ
い
て
は
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
値
は
猫
を
飼
育
す
る
世
帯

の
多
く
は
一
頭
で
飼
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
一
方
で
、
野
良
猫
追
放
の
切
り
札
で
あ
る
だ
ろ
う
、
猫
の
捕
獲
制
度
に
つ
い

て
は
、
記
事
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。「
非
行
ネ
コ
論
争
」
の
議
論
を
借
り

れ
ば
、「
飼
い
猫
の
登
録
制
」
も
、「
飼
い
猫
の
実
数
調
査
」
も
、
市
内
の
飼
い

猫
と
野
良
猫
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
役
立
ち
、
野
良
猫
の
捕
獲
を
行
い
易
く
す

る
下
地
作
り
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

　
ま
た
記
事
で
は
、
要
綱
そ
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
愛
猫
」、「
動
物

愛
護
」
と
い
っ
た
言
葉
が
印
象
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
要
綱
を
動
物
愛
護
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
と
見
せ
た
い
旧
島
田
市
の
意
図
が
透
け
て
見
え
る
。

　
こ
の
要
綱
を
定
め
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
旧
島
田
市
自
身
に
よ
る
記
述
も
い

く
つ
か
見
ら
れ
る
。
一
九
七
七
年
、
旧
島
田
市
は
、
要
綱
を
定
め
た
一
九
七
六

年
度
分
の
主
要
施
策
成
果
報
告
書
に
、
衛
生
行
政
分
野
の
報
告
と
し
て
次
の
よ

う
な
記
述
を
掲
載
し
た
。

　
猫
に
よ
る
被
害
の
苦
情
が
市
民
よ
り
多
く
あ
り
、
こ
の
対
策
と
し
て

「
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
を
制
定
し
、
飼
い
猫
の
登
録
制
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
る
と
共
に
、
猫
の
飼
い
方
の
指
導
と
捕
獲
さ
れ
た
野
良
猫
や
不
用

猫
の
引
き
取
り
を
実
施
し
、
そ
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た（

21
）

。

　
こ
こ
で
は
、
要
綱
は
猫
に
よ
る
被
害
の
苦
情
へ
の
対
策
で
あ
っ
た
と
記
述
さ

れ
た
。

　
ま
た
一
九
七
九
年
に
は
、
要
綱
の
制
定
経
緯
と
運
用
状
況
に
つ
い
て
、
島
田

市
環
境
衛
生
課
名
義
で
記
事
を
寄
稿
し
て
い
る
。
掲
載
が
あ
っ
た
の
は
、
動
物

愛
護
団
体
で
あ
る
日
本
動
物
愛
護
協
会
が
、
動
物
保
護
管
理
法
を
所
管
す
る
総

理
府
と
共
同
で
発
行
し
て
い
た
機
関
誌
『
動
物
た
ち
』
で
あ
る
。
同
機
関
誌
に

は
「
地
方
だ
よ
り
」
と
し
て
、
全
国
の
自
治
体
か
ら
、
各
地
の
動
物
保
護
管
理

行
政
に
関
す
る
記
事
が
寄
稿
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
一
九
七
九
年
の
記
事
に
お
い
て
、
旧
島
田
市
は
要
綱
制
定
の
き
っ
か
け

を
次
の
よ
う
に
記
述
し
た
。

　﹇
野
良
猫
や
飼
い
猫
に
関
わ
る
﹈
苦
情
は
月
に
十
件
か
ら
十
五
件
に
及
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
甲
高
い
声
の
主
は
、
早
急
な
対
策
を
求
め
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。

　
市
で
は
、
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
、
そ
の
対
策
に
苦
慮
し
て
い
た
矢
先
、

夕
方
、
路
地
を
散
歩
中
の
市
民
が
、
子
連
れ
の
ね
こ
に
足
を
か
ま
れ
る
事

故
が
発
生
、
市
で
は
本
格
的
に
ね
こ
対
策
に
乗
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
の

で
あ
る（

22
）

。（﹇
　
﹈
内
筆
者
）

　
こ
こ
で
は
「
早
急
な
対
策
」
を
求
め
る
苦
情
へ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
矢

先
、
市
内
で
猫
に
よ
る
咬
傷
事
故
が
発
生
し
た
こ
と
が
契
機
で
あ
る
と
述
べ
ら
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れ
た
。
記
事
は
さ
ら
に
、
要
綱
を
定
め
る
前
段
階
と
し
て
、
飼
い
猫
の
飼
養
頭

数
調
査
を
実
施
し
た
と
述
べ
た
。

　
対
策
を
考
え
る
前
に
、
ど
の
程
度
の
ね
こ
が
市
内
に
飼
育
さ
れ
て
い
る

か
の
資
料
も
無
く
、
実
態
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
町
内

会
を
通
じ
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
五
十
一
年
六
月
現
在
で
二
一
七
九
匹
の

飼
い
ね
こ
が
い
る
こ
と
が
判
明
し
た（

23
）

。

　
こ
の
一
九
七
六
年
六
月
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、
県
と
市
の
間
で
「
非
行
ネ

コ
論
争
」
が
展
開
さ
れ
る
二
ヶ
月
前
、
天
竜
市
で
の
事
故
か
ら
お
よ
そ
二
ヶ
月

後
で
あ
る
。
文
脈
か
ら
、
旧
島
田
市
で
発
生
し
た
咬
傷
事
故
は
、
市
の
調
査
以

前
に
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
静
岡
県
内
で
は
猫
に
よ
る
咬
傷
事

故
が
立
て
続
け
に
発
生
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
旧
島
田
市
は
、「
非

行
ネ
コ
論
争
」
が
県
と
各
市
と
の
間
で
展
開
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
独
自
に
飼
養

実
態
調
査
を
行
い
、
猫
の
保
護
管
理
を
本
格
的
に
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
旧
島
田
市
の
要
綱
は
、
猫
に
よ
る
被
害
の
解
消
を
求

め
る
市
民
の
苦
情
へ
の
対
応
と
、
猫
に
よ
る
咬
傷
事
故
の
防
止
と
い
う
観
点
か

ら
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
要
綱
が
定
め
た
飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
は
、
八
月

の
「
非
行
ネ
コ
論
争
」
で
静
岡
県
内
の
市
が
県
に
求
め
た
対
策
と
一
致
し
て
お

り
、
旧
島
田
市
は
要
綱
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
こ
の
論
争
を
参
照
し
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
旧
島
田
市
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
の
運
用

飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
捕
獲
器
の
貸
出

　
次
に
、
要
綱
の
運
用
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
市
は
要
綱
に
基
づ
い
た

指
導
を
始
め
て
以
降
、
市
民
か
ら
の
猫
に
関
す
る
苦
情
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、

制
度
に
対
す
る
非
難
や
批
判
も
記
事
執
筆
時
点
ま
で
に
ま
っ
た
く
な
く
、
さ
ら

に
飼
い
猫
を
誤
っ
て
捕
獲
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
ト
ラ
ブ
ル
の
発
生
も
な
い
と

前
述
の
記
事
（
一
九
七
九
年
八
月
刊
行
）
で
報
告
し
て
い
る（

24
）

。
ま
た
市
内
で
猫

に
よ
る
咬
傷
事
故
が
発
生
し
た
と
の
報
告
も
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
要
綱
は
、

猫
に
よ
る
咬
傷
事
故
の
防
止
と
、
苦
情
へ
の
対
応
と
い
う
要
綱
の
制
定
目
的
を
、

要
綱
で
定
め
た
施
策
の
実
施
に
よ
り
十
分
に
達
成
し
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　
要
綱
の
運
用
状
況
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
表
１
は
、
要
綱
が
定
め
ら
れ

た
一
九
七
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
一
九
七
九
年
三
月
末
ま
で
の
要
綱
に
基
づ

く
指
導
状
況
に
つ
い
て
、
年
度
別
（
四
月
―
三
月
、
初
年
度
は
十
一
月
―
三
月
）

に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
出
典
は
前
述
の
旧
島
田
市
に
よ
る
記
事
で
あ

る
。

　
ま
ず
飼
い
猫
の
登
録
頭
数
に
つ
い
て
は
、
初
年
度
の
五
ヶ
月
で
、
二
度
の
飼

育
頭
数
調
査
と
ほ
ぼ
同
数
が
登
録
さ
れ
た
。
市
も
こ
の
登
録
頭
数
に
つ
い
て
は
、
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前
述
の
記
事
執
筆
時
点
で
、
ほ
と
ん

ど
の
飼
い
猫
が
登
録
さ
れ
た
と
の
認

識
を
示
し
て
い
る
。

　
次
に
、
野
良
猫
の
捕
獲
に
つ
い
て

は
、「
捕
獲
器
貸
出
台
数
」
と
の
項

目
が
表
に
あ
る
よ
う
に
、
①
市
民
が

市
に
野
良
猫
の
捕
獲
希
望
を
申
請
、

②
市
が
市
民
に
捕
獲
器
を
貸
出
し
、

③
市
民
が
捕
獲
器
で
野
良
猫
を
捕
獲
、

④
捕
獲
し
た
野
良
猫
を
市
が
引
取
る
、

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
実
施
さ
れ
た
。

野
良
猫
捕
獲
申
請
件
数
や
捕
獲
器
貸

出
台
数
の
大
小
や
増
減
に
関
す
る
評

価
を
す
る
こ
と
は
、
他
に
類
似
の
統

計
を
管
見
の
限
り
見
つ
け
ら
れ
て
い

な
い
た
め
難
し
い
。
ま
た
捕
獲
器
貸

出
台
数
と
野
良
猫
引
取
数
の
値
に
は

大
き
な
開
き
が
あ
る
が
、
野
良
猫
の

子
猫
の
引
取
数
に
は
、
産
み
落
と
さ
れ
た
子
猫
も
相
当
数
含
ま
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
た
め
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

猫
の
処
分
方
法
と
制
度
の
課
題

　
な
お
市
が
引
取
っ
た
猫
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
記
事
に
次
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

　
制
度
を
発
足
さ
せ
る
に
、
最
大
の
ネ
ッ
ク
と
な
っ
た
こ
と
は
、
市
が
引

き
取
っ
た
ね
こ
の
処
分
方
法
で
あ
っ
た
。
動
物
保
護
法
に
よ
れ
ば
、
苦
痛

を
与
え
な
い
方
法
で
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
器
具
器
材
は
も
と
よ
り
、

人
的
問
題
も
大
き
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
幸
い
に
近
く
の
製
薬
会
社
で
引
き

取
っ
て
く
れ
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る（

25
）

。

　
製
薬
会
社
に
引
取
ら
れ
た
猫
が
ど
う
取
扱
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
直
接
的

に
は
言
及
さ
れ
な
い
が
、
次
の
引
用
文
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
最
終
的
に
は
致

死
処
分
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
記
事
に
は
、
猫
に
関
す
る
苦
情
は

な
く
な
っ
た
が
、
猫
の
保
護
管
理
が
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な

制
度
の
課
題
が
あ
る
と
し
た
。

　
何
ら
罪
の
な
い
ね
こ
が
、
人
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
っ
て
処
分
さ
れ
て

行
く
の
は
、
動
物
愛
護
の
根
本
精
神
に
悖
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
動

物
を
飼
う
か
ら
に
は
、
家
族
の
一
員
と
し
て
、
生
命
の
あ
る
限
り
飼
育
し

て
行
く
の
が
、
我
々
人
間
の
動
物
に
対
す
る
真
の
愛
情
で
は
な
か
ろ
う
か（

26
）

。

表１　静岡県旧島田市　猫の保護管理指導状況（1976年 11月～ 1979年３月）

年度
飼い猫
登録数
（件）

不要猫引取数（匹） 野良猫引取数（匹） 野良猫
捕獲申請
件数（件）

捕獲器
貸出台数
（延日）親猫 子猫 親猫 子猫

1976 2,110 14 5 26 13 42 44

1977 81 25 53 53 149 82 81

1978 56 20 96 34 124 31 33

出典： 次の資料に掲載された表（月別及び年度別）のうち、年度別の行のみを抜き出した。
　　　 静岡県島田市環境衛生課「飼いねこの登録制について」『動物たち』No. 2、1979年８月１

日、75頁。
備考：1976年度は 11月から翌３月、その他の年度は４月から翌３月の値である。
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そ
し
て
制
度
の
具
体
的
課
題
と
し
て
、
次
の
三
点
を
あ
げ
た
。
一
点
目
は
、

市
に
複
数
回
、
子
ね
こ
の
引
取
り
を
求
め
た
市
民
に
対
し
、
不
妊
去
勢
手
術
を

施
す
よ
う
求
め
る
指
導
を
今
後
も
推
進
す
る
と
い
う
、
不
妊
去
勢
手
術
の
普
及

に
関
す
る
課
題
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
市
に
持
ち
込
め
ば
殺
処
分
さ
れ
る
た
め

に
遺
棄
を
し
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
風
潮
が
強
く
、
こ
の
考
え
方
を
転
換
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
三
点
目
は
、
交
通
事
故
等
に
よ
る
猫
の

死
体
収
容
件
数
と
比
べ
て
、
飼
い
猫
が
い
な
く
な
っ
た
と
の
問
い
合
わ
せ
が
少

な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
幼
児
か
ら
の
情
操
教
育
の
必
要
性
を
痛
感
し
て
い
る
、

と
の
動
物
愛
護
意
識
の
向
上
に
関
す
る
課
題
で
あ
る（

27
）

。

　
こ
の
よ
う
に
旧
島
田
市
は
、
要
綱
に
伴
う
猫
の
処
分
は
「
動
物
愛
護
の
根
本

精
神
に
悖
る
」
と
の
認
識
を
明
確
に
示
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
要
綱
が
、

猫
に
よ
る
被
害
の
解
決
と
咬
傷
事
故
の
防
止
の
た
め
に
制
定
さ
れ
運
用
さ
れ
た

こ
と
は
、
こ
れ
ら
へ
の
対
応
が
行
政
と
し
て
重
要
度
の
高
い
課
題
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
旧
島
田
市
が
毎
年
度
発
行
し
た
主
要
施
策
成
果
報
告
書
に
は
、
要
綱
を
定
め

て
か
ら
十
年
間
、
要
綱
に
基
づ
く
指
導
状
況
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
出

典
と
し
て
筆
者
が
作
成
し
た
の
が
、
図
１
で
あ
る
。
積
み
上
げ
棒
グ
ラ
フ
が
不

要
猫
と
野
良
猫
引
取
数
、
折
れ
線
グ
ラ
フ
が
捕
獲
器
貸
出
し
台
数
を
表
し
て
い

る
。
捕
獲
器
の
貸
出
し
は
、
制
度
が
開
始
さ
れ
て
以
降
、
少
な
く
と
も
十
年
に

わ
た
っ
て
継
続
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
制
度
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ

る
。
以
降
の
統
計
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
限
り
公
表
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ

る
。

制
度
の
周
知
状
況

　
次
に
、
要
綱
の
広
報
状
況
に
つ
い
て
も
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
島
田
市
が

（年度）
1985198419831982198119801979197819771976

0

50

100

150

200

250

300

（頭・回）

不要猫引取数

野良猫引取数

捕獲器貸出数

図１　旧島田市の不要猫・野良猫引取数及び捕獲器貸出数の推移（1976～ 1985年）
出典： 次の資料から筆者が作成した。『決算に係る主要な施策の成果に関する報告書』島田市、

昭和 51年度～昭和 60年度の各年度版。
備考：1976年度は 11月から翌３月、その他の年度は４月から翌３月の値である。
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発
行
す
る
広
報
誌
『
広
報
し
ま
だ
』
に
は
、
要
綱
に
関
連
す
る
記
事
が
い
く
つ

か
確
認
で
き
る
。

　
最
初
に
確
認
で
き
る
も
の
は
一
九
七
六
年
十
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の

（
図
２
）
で
、
要
綱
の
運
用
が
開
始
さ
れ
た
直
後
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
記
事
は
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
図
右
下
の
④
に
は
、「
飼
い
主
が
不
明
で
、

し
か
も
人
に
め
い
わ
く
を
か
け
る
恐
れ
の
あ
る
ネ
コ
は
捕
獲
す
る
＝
捕
獲
器
を

貸
出
し
ま
す
」
と
あ
る
。

　
ま
た
一
九
七
八
年
六
月
号
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
実
績
と
し
て
、
野
良
猫
捕
獲

申
請
が
一
二
四
件
あ
り
、
捕
獲
器
の
貸
出
し
が
述
べ
一
二
五
台
で
あ
っ
た
と
の

報
告
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（

28
）

。
し
か
し
要
綱
の

運
用
が
始
ま
っ
て
か
ら
十
年
間
の
『
広
報
し

ま
だ
』
に
目
を
通
し
た
が
、
捕
獲
器
の
貸
出

し
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
の
二

つ
の
記
事
の
み
で
あ
っ
た
。
一
九
八
三
年
九

月
号
に
は
、
動
物
愛
護
週
間
に
関
連
し
て

犬
・
猫
を
主
題
と
す
る
記
事
が
見
開
き
で
掲

載
さ
れ
た
が
、
猫
の
登
録
制
度
に
は
言
及
が

あ
っ
て
も
、
捕
獲
器
の
貸
出
し
に
は
言
及
が

な
か
っ
た（

29
）

。

　
捕
獲
器
の
貸
出
し
制
度
が
継
続
的
に
利
用

さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
継
続
的
な
広
報
は

行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
広
報
誌
以
外
の
方
法
で
も
周

知
は
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
広
報
誌
へ
の
掲
載
状
況
を
見
る
と
、
捕
獲

器
の
貸
出
し
制
度
は
積
極
的
に
広
報
が
行
わ
れ
た
制
度
で
は
な
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
の
現
在

　「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
は
そ
の
後
、
新
制
島
田
市
の
発
足
に
伴
い
、

二
〇
〇
五
年
五
月
五
日
に
同
名
の
要
綱
が
告
示
・
施
行
さ
れ
、
二
〇
二
一
年
現

在
で
も
有
効
で
あ
る
。
新
た
な
要
綱
で
も
、
猫
の
捕
獲
を
可
能
と
す
る
規
定
や
、

図２　「ねこの保護管理要綱」を PR する広報誌の記事
出典： 島田市企画調整部秘書広報課『広報しまだ 復刻保存

版Ⅱ』島田市企画調整部秘書広報課、1993年、875
頁（初出：『広報しまだ』253、1976年 12月号、1976
年、３頁）。
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飼
い
猫
の
登
録
制
度
は
維
持
さ
れ
て
い
る（

30
）

。
捕
獲
器
の
貸
出
し
制
度
が
、
現
在

ど
の
程
度
利
用
さ
れ
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
他
方
で
、
島
田
市
は
地

域
猫
の
推
進
を
支
援
す
る
た
め
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
飼
い
主
の
い
な
い
猫
へ

の
不
妊
去
勢
手
術
を
支
援
し
て
い
る（

31
）

。

四
、
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
の
事
例
共
有
と
制
定
促
進

共
有
さ
れ
た
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱

　
こ
こ
ま
で
旧
島
田
市
要
綱
を
、
い
わ
ば
特
異
な
例
と
し
て
見
て
き
た
が
、
同

様
の
事
例
が
全
国
の
自
治
体
に
全
く
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
ま
ず
旧
島
田
市
要
綱
は
、
政
府
発
行
物
を
通
じ
て
全
国
の
自
治
体
に
共
有
さ

れ
て
い
た
。

　「
動
物
保
護
管
理
法
」
を
所
管
す
る
総
理
府
は
、
関
係
法
令
や
基
準
、
諮
問

会
議
の
開
催
状
況
や
答
申
、
各
自
治
体
の
業
務
実
施
状
況
の
概
要
や
統
計
資
料

等
を
ま
と
め
た
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要
』
を
毎
年
度
発
行
し
て
い
た
。

こ
の
事
務
提
要
は
、
政
府
か
ら
自
治
体
へ
情
報
を
伝
達
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

各
自
治
体
に
と
っ
て
は
、
他
の
自
治
体
の
業
務
実
施
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
事
務
提
要
に
、
旧
島
田
市
要
綱
が
掲
載
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
掲
載
が
あ
っ
た
の
は
一
九
八
二
年
度
版
の
事
務
提
要
で
、
四
自

治
体
の
猫
に
関
す
る
要
綱
等
が
紹
介
さ
れ
た
。

　
旧
島
田
市
の
他
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
に
「
ね
こ
の
保
護
及
び

管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
」
を
定
め
た
長
崎
県
西
彼
杵
郡
大
島
町
、
一
九
八
二

年
に
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
を
定
め
た
京
都
府
船
井
郡
瑞
穂
町
、
そ

し
て
一
九
七
八
年
か
ら
猫
の
登
録
制
度
を
実
施
し
、
一
九
八
二
年
に
は
「
厚
木

市
猫
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱
」
を
定
め
た
神
奈
川
県
厚
木
市
で

あ
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
要
綱
は
、
何
れ
も
飼
い
猫
の
登
録
制
度
、
野
良
猫
等
の

捕
獲
を
可
能
と
す
る
規
定
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た（

32
）

。
野
良
猫
等
の
捕
獲
に
つ
い

て
は
、
何
れ
の
自
治
体
で
も
、
自
治
体
は
捕
獲
器
の
貸
出
し
を
行
い
、
捕
獲
そ

の
も
の
は
住
民
が
行
う
と
い
う
方
法
が
採
用
さ
れ
た（

33
）

。

　
事
務
提
要
へ
の
掲
載
は
、
概
要
を
表
に
ま
と
め
、
見
開
き
二
ペ
ー
ジ
で
四
つ

の
要
綱
等
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
う
ち
、
厚
木
市
に
つ
い

て
は
、
要
綱
の
全
文
、
関
連
様
式
、
事
務
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
等
が
、
表
と
は
別

に
二
十
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
た（

34
）

。
こ
こ
で
、
厚
木
市
の
要
綱
に
つ
い

て
、
そ
の
内
容
を
一
部
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
厚
木
市
の
要
綱
で
は
、
自
治
会
等
で
の
役
職
の
一
種
と
考
え
ら
れ
る
「
地
区

衛
生
班
長
」
を
、
猫
の
保
護
管
理
に
関
す
る
「
指
導
員
」
と
定
め
、「
指
導
員
」

に
の
み
「
野
猫
及
び
飼
養
者
が
不
明
で
、
か
つ
、
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
猫
」
の
捕
獲
を
認
め
た
。
そ
し
て
猫
の
捕
獲
は
市
か
ら
捕
獲
器
の
貸
出

を
受
け
た
「
指
導
員
」
が
行
い
、
市
は
そ
の
猫
の
引
き
取
り
を
行
う
と
い
う
方

法
が
取
ら
れ
た（

35
）

。
事
務
提
要
に
掲
載
さ
れ
た
「
猫
捕
獲
器
使
用
に
よ
る
基
本
的

事
項
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
た
厚
木
市
文
書
か
ら
、
猫
の
捕
獲
器
を
貸
し
出
す

趣
旨
に
つ
い
て
の
一
節
を
引
用
し
よ
う
。
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猫
対
策
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
飼
え
な
く
な
っ
た
猫
の
引
取
り
及
び

不
妊
去
勢
手
術
、
更
に
昭
和
五
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
猫
登
録
制
を
実
施

し
、
捨
て
猫
、
野
猫
防
止
に
努
め
て
き
ま
し
た
が
、
猫
の
飼
育
の
特
殊
性

か
ら
苦
情
が
あ
と
を
た
ち
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
、
野
猫
の
捕
獲
に
対
処
す
る
た
め
、
地
区
自
治
会
を
単
位
に
捕

獲
器
を
貸
出
し
、
野
猫
捕
獲
と
そ
の
対
策
に
役
立
て
、
更
に
生
活
環
境
の

保
全
に
努
め
る
も
の
で
す（

36
）

。

　
猫
に
関
す
る
苦
情
が
あ
と
を
た
た
な
い
た
め
に
、
捕
獲
器
を
貸
出
し
て
野
猫

を
捕
獲
す
る
、
そ
の
目
的
は
生
活
環
境
の
保
全
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
苦
情
へ
の

対
策
と
い
う
趣
旨
、
そ
し
て
捕
獲
器
の
貸
出
し
に
よ
り
捕
獲
を
実
施
す
る
と
い

う
点
は
、
旧
島
田
市
の
要
綱
と
一
致
し
て
い
る
。

　
文
書
で
は
、
野
良
猫
の
捕
獲
は
、
地
区
衛
生
班
長
を
実
施
主
体
と
し
、
実
施

期
間
は
金
曜
か
ら
日
曜
ま
で
の
三
日
間
を
原
則
と
す
る
こ
と
、
時
間
は
午
後
四

時
か
ら
翌
日
午
前
九
時
ま
で
と
す
る
こ
と
、
事
前
に
地
区
内
の
飼
育
猫
を
把
握

す
る
こ
と
、
区
域
図
を
作
成
し
て
市
に
報
告
す
る
こ
と
、
予
め
地
区
住
民
に
は

回
覧
で
捕
獲
実
施
や
飼
育
猫
へ
の
首
輪
着
用
、
実
施
期
間
は
で
き
る
だ
け
屋
外

に
出
さ
な
い
よ
う
周
知
徹
底
す
る
こ
と
な
ど
と
さ
れ
た（

37
）

。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、

飼
い
猫
を
誤
っ
て
捕
獲
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
事
務
提
要
に
は
、
野
良
猫
の
捕
獲
を
実
施
す
る
地
区
で
回
覧
す
る
た
め

の
文
書
例
の
掲
載
も
あ
る
。
文
書
例
は
、
地
区
自
治
会
長
・
地
区
衛
生
班
長
が

連
名
で
出
す
も
の
で
、
捕
獲
器
の
設
置
日
時
を
示
し
、
猫
の
飼
主
に
対
し
て
飼

い
猫
を
外
に
出
さ
な
い
よ
う
依
頼
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
お
願
い
」
と
し

て
、「
首
輪
、
鑑
札
が
な
い
猫
に
つ
い
て
は
、
の
ら
猫
と
み
な
し
ま
す
の
で
、

飼
い
猫
に
つ
い
て
は
首
輪
等
を
つ
け
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
る（

38
）

。

　
各
要
綱
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
文
書

を
見
た
だ
け
で
も
、
制
度
の
趣
旨
は
十
分
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。「
動
物
保

護
管
理
法
」
の
趣
旨
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
動
物
か
ら
人
へ
の
危
害
防
止
や

迷
惑
防
止
を
図
る
「
管
理
」
の
趣
旨
に
は
合
致
す
る
が
、
動
物
を
保
護
し
、
社

会
に
愛
護
の
気
風
を
呼
び
込
も
う
と
す
る
「
保
護
」
の
趣
旨
に
は
逆
行
す
る
。

こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
持
つ
要
綱
に
関
す
る
情
報
が
、
総
理
府
発
行
物
に
、
様
式

等
の
関
連
文
書
等
と
揃
い
で
掲
載
さ
れ
、
全
国
の
自
治
体
に
配
布
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
こ
れ
ま
で
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
務
提
要
は
、
一
九
八
〇
年
度
版
か

ら
一
九
九
三
年
度
版
ま
で
の
十
四
年
分
の
う
ち
、
一
九
八
四
、
一
九
八
五
年
度

版
を
除
い
た
十
二
年
分
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
九
点
に
、
猫
の
保
護
管
理
指
導

要
綱
に
関
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

　
最
初
に
掲
載
が
あ
っ
た
の
が
、
先
に
述
べ
た
一
九
八
二
年
度
版
で
あ
る
。
し

か
し
翌
年
の
一
九
八
三
年
度
版
に
は
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
に
関
す
る
掲
載

は
な
く
、
次
に
掲
載
が
確
認
で
き
た
の
は
一
九
八
六
年
版
で
あ
っ
た
。
一
九
八

六
年
度
版
で
は
、
厚
木
市
の
み
な
ら
ず
、
旧
島
田
市
、
大
島
町
、
瑞
穂
町
に
つ

い
て
も
要
綱
の
全
文
や
様
式
が
掲
載
さ
れ
た
。
以
後
は
毎
年
度
、
こ
れ
ら
の
情
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報
が
再
録
さ
れ
る
と
共
に
、
新
し
く
要
綱
を
定
め
た
自
治
体
が
あ
る
と
、
そ
の

自
治
体
の
要
綱
や
様
式
を
も
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
一
九
九
一
年
度

版
の
事
務
提
要
に
は
、
実
に
十
一
の
自
治
体
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
が
全
文
掲

載
さ
れ
た
。
既
に
触
れ
た
四
自
治
体
の
他
は
、
神
奈
川
県
葉
山
町
、
大
磯
町
、

静
岡
県
岡
部
町
、
藤
枝
市
、
大
井
川
町
、
焼
津
市
、
北
海
道
札
幌
市
の
七
自
治

体
で
あ
る
。
こ
れ
ら
十
一
の
自
治
体
の
要
綱
の
う
ち
、
猫
の
捕
獲
あ
る
い
は
捕

獲
器
の
貸
出
し
に
つ
い
て
の
規
定
を
持
つ
も
の
は
七
自
治
体
あ
っ
た
。
な
お
関

連
す
る
規
定
が
無
い
要
綱
を
定
め
て
い
た
の
は
、
焼
津
市
、
藤
枝
市
、
葉
山
町
、

札
幌
市
で
あ
る
。

　
要
綱
の
本
文
や
様
式
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
一
九
九
一
年
度
版
ま
で
で
、
以
後

確
認
で
き
た
一
九
九
二
年
度
版
、
一
九
九
三
年
度
版
に
は
概
要
を
ま
と
め
た
表

の
み
が
掲
載
さ
れ
た
。
な
お
概
要
を
ま
と
め
た
表
は
、
本
論
文
執
筆
時
で
の
最

新
版
に
あ
た
る
令
和
二
年
度
版
『
動
物
愛
護
管
理
行
政
事
務
提
要
』
に
も
、「
猫

の
保
護
（
愛
護
）
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
、
規
則
、
要
綱
等
の
概
要
」
と
し

て
掲
載
が
あ
る（

39
）

。

　
事
務
提
要
は
法
律
や
そ
の
関
連
規
則
、
統
計
等
を
ま
と
め
た
単
な
る
資
料
集

で
は
な
く
、
政
府
か
ら
自
治
体
へ
の
情
報
伝
達
手
段
の
一
つ
と
捉
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
こ
の
事
務
提
要
に
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
が
様
式
等
を
含
め
て
掲

載
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
、
類
似
の
要
綱
を
定
め
る
こ
と
を
政
府
は
認
め
る
と

い
う
明
確
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

政
府
に
よ
る
世
論
調
査

　
こ
こ
で
一
つ
の
世
論
調
査
を
紹
介
し
た
い
。
一
九
八
二
年
、
政
府
は
「
ね
こ

の
保
護
及
び
管
理
」
と
題
し
た
世
論
調
査
を
実
施
し
た
。
一
九
八
二
年
は
、
猫

の
保
護
管
理
指
導
要
綱
を
掲
載
し
た
事
務
提
要
が
初
め
て
発
行
さ
れ
た
年
で
あ

る
。

　
世
論
調
査
は
全
国
の
二
十
歳
以
上
の
者
三
千
人
を
対
象
に
行
わ
れ
た
も
の
で
、

調
査
項
目
は
、
①
ね
こ
の
飼
育
状
況
に
つ
い
て
、
②
ね
こ
と
の
接
触
状
況
及
び

ね
こ
か
ら
の
迷
惑
に
つ
い
て
、
③
ね
こ
の
引
取
り
制
度
の
周
知
状
況
及
び
ね
こ

に
関
す
る
対
策
に
つ
い
て
、
④
動
物
虐
待
・
遺
棄
に
対
す
る
罰
則
等
の
周
知
状

況
に
つ
い
て
の
四
項
目
で
あ
っ
た
。
調
査
は
一
九
八
二
年
六
月
二
十
四
日
か
ら

六
月
三
十
日
に
か
け
て
行
わ
れ
、
有
効
回
収
数
（
率
）
は
二
四
九
九
人
（
八
十

三
・
三
％
）、
男
女
比
は
男
四
十
六
・
八
％
、
女
五
十
三
・
二
％
で
あ
っ
た
。

内
閣
府
が
二
〇
二
一
年
現
在
公
開
し
て
い
る
報
告
に
は
、
調
査
方
法
に
関
す
る

記
載
は
な
い
が
、
調
査
票
の
回
収
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、「
長
期
不

在
」
や
「
一
時
不
在
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
訪
問
に
よ
る
調
査
で

あ
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

　
こ
の
世
論
調
査
に
は
、
市
町
村
に
よ
る
野
良
猫
の
捕
獲
と
、
飼
い
猫
の
登
録

制
度
へ
の
賛
否
を
問
う
質
問
が
含
ま
れ
て
い
た
。
ま
ず
は
市
町
村
に
よ
る
野
良

猫
の
捕
獲
に
関
す
る
質
問
と
回
答
を
、
以
下
に
引
用
す
る
。

Ｑ
８
　 

ね
こ
か
ら
の
迷
惑
を
少
な
く
す
る
た
め
、
市
町
村
な
ど
が
野
良
ね
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こ
を
捕
獲
す
る
よ
う
に
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す

が
、
あ
な
た
は
野
良
ね
こ
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
つ
い
て
賛
成
で
す

か
、
そ
れ
と
も
反
対
で
す
か
。

（
66
・
０
）
賛
成
　
　
　
↓
Ｑ
９
へ

（
９
・
７
）
反
対
　
　
　
↓
Ｓ
Ｑ
へ

　
　（
24
・
３
）
わ
か
ら
な
い
↓
Ｑ
９
へ

Ｓ
Ｑ
　 〔
回
答
票
４
〕
野
良
ね
こ
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
対
し
て
反
対
さ
れ

る
主
な
理
由
は
何
で
す
か
。
こ
の
中
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　（
Ｎ
＝
243
）

（
14
・
８
）（
ア
） 

飼
い
ね
こ
が
、
誤
ま
っ
て
捕
獲
さ
れ
な
い
か
心
配
だ
か

ら

（
55
・
６
）（
イ
）
ね
こ
は
特
に
危
険
な
動
物
で
は
な
い
か
ら

（
４
・
１
）（
ウ
）
ね
こ
を
捕
獲
す
る
の
は
気
味
が
悪
い
か
ら

（
18
・
９
）（
エ
） 

動
物
愛
護
の
面
か
ら
捕
獲
な
ど
と
ん
で
も
な
い
と
思
う

か
ら

（
５
・
３
） 

　
　
そ
の
他

（
１
・
２
） 

　
　
わ
か
ら
な
い（

40
）

　
市
町
村
等
に
よ
る
野
良
猫
捕
獲
へ
の
賛
否
に
関
す
る
質
問
（
Ｑ
８
）
は
、「
賛

成
」
が
六
十
六
％
、「
反
対
」
が
九
・
七
％
、「
わ
か
ら
な
い
」
が
二
十
四
・
三
％

と
な
り
、「
賛
成
」
が
「
反
対
」
に
大
差
を
つ
け
る
だ
け
で
な
く
、
過
半
数
を

上
回
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
た
。

　
二
つ
目
の
質
問
は
、
野
良
猫
の
捕
獲
に
「
反
対
」
と
答
え
た
人
（
二
四
三
人
）

を
対
象
に
行
わ
れ
た
サ
ブ
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
で
あ
る
。
用
意
さ
れ
た
答
え
は
、
飼

い
猫
の
誤
捕
獲
と
い
う
現
実
的
な
問
題
や
、「
気
味
が
悪
い
」
と
い
う
個
人
の

動
物
観
な
ど
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
答
え
が
混
在
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
Ｑ
８
の
結
果
が
明
確
に
示
し
た
こ
と
は
、
過
半
数
の
人
が
、

市
町
村
が
野
良
猫
を
捕
獲
す
る
こ
と
に
賛
成
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。

　
次
に
猫
の
登
録
制
度
の
是
非
に
つ
い
て
も
、
質
問
と
結
果
を
以
下
に
引
用
す

る
。

Ｑ
９
　 

市
町
村
な
ど
が
飼
い
ね
こ
を
登
録
制
に
し
て
鑑
札
な
ど
を
つ
け
れ

ば
、
飼
い
主
の
指
導
も
し
や
す
く
な
り
、
ま
た
、
野
良
ね
こ
の
捕

獲
も
容
易
に
な
る
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
は
飼
い

ね
こ
の
登
録
制
に
つ
い
て
賛
成
で
す
か
、
そ
れ
と
も
反
対
で
す
か
。

（
54
・
５
）
賛
成
　
　
　
↓
Ｓ
Ｑ
１
へ

（
14
・
４
）
反
対
　
　
　
↓
Ｓ
Ｑ
２
へ

（
31
・
１
）
わ
か
ら
な
い
↓
Ｑ
10
へ

Ｓ
Ｑ
１
　 〔
回
答
票
５
〕
飼
い
ね
こ
の
登
録
制
に
賛
成
さ
れ
る
主
な
理
由
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は
何
で
す
か
、
こ
の
中
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　（
Ｎ
＝
１
、
363
）

（
９
・
５
）（
ア
） 

飼
い
ね
こ
の
捕
獲
を
防
げ
る
か
ら

（
17
・
３
）（
イ
） 
鑑
札
が
つ
い
て
い
れ
ば
、
迷
い
ね
こ
を
飼
い
主
に
戻
せ

る
こ
と
も
あ
る
か
ら

（
40
・
０
）（
ウ
）
飼
い
主
と
し
て
の
自
覚
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら

（
16
・
７
）（
エ
） 

迷
惑
を
受
け
て
も
鑑
札
が
つ
い
て
い
る
ね
こ
で
あ
れ
ば

飼
い
主
に
注
意
が
で
き
る
か
ら

（
11
・
０
）（
オ
） 

犬
の
登
録
制
が
あ
っ
て
、
ね
こ
に
な
い
の
は
お
か
し
い

か
ら

（
１
・
３
）　
　
そ
の
他

（
３
・
７
）　
　
な
ん
と
な
く
賛
成
だ
か
ら

　
　（
０
・
５
）　
　
わ
か
ら
な
い

Ｓ
Ｑ
２
　 〔
回
答
票
６
〕
飼
い
ね
こ
の
登
録
制
に
反
対
さ
れ
る
主
な
理
由

は
何
で
す
か
、
こ
の
中
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　（
Ｎ
＝
360
）

（
35
・
８
）（
ア
）
ね
こ
に
は
鑑
札
な
ど
は
、
な
じ
ま
な
い
と
思
う
か
ら

（
11
・
９
）（
イ
）
野
良
ね
こ
を
捕
獲
す
る
こ
と
自
体
に
反
対
だ
か
ら

（
18
・
３
）（
ウ
）
手
続
き
が
面
倒
に
な
る
と
思
う
か
ら

（
５
・
３
）（
エ
）
登
録
費
用
が
か
か
る
と
思
う
か
ら

（
10
・
３
）　
　
そ
の
他

（
17
・
２
）　
　
な
ん
と
な
く
反
対
だ
か
ら

（
１
・
１
）　
　
わ
か
ら
な
い（

41
）

　
猫
の
登
録
制
度
に
つ
い
て
も
、「
賛
成
」
が
過
半
数
を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。

猫
捕
獲
へ
の
賛
否
と
比
べ
る
と
、
賛
成
と
答
え
た
人
は
十
一
・
五
％
少
な
く
、

反
対
と
答
え
た
人
は
四
・
七
％
多
か
っ
た
。

　
Ｑ
９
で
最
も
興
味
深
い
も
の
は
、
質
問
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｑ
９
で
は
、

猫
の
登
録
制
度
と
、
猫
の
捕
獲
と
い
う
も
の
を
、
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
位

置
付
け
て
い
る
。
こ
の
質
問
か
ら
は
、
当
時
の
政
府
が
、
猫
の
登
録
制
度
と
い

う
も
の
を
、
猫
の
捕
獲
を
行
い
易
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
も
の

と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
な
お
こ
の
世
論
調
査
で
は
、
猫
が
好
き
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
に
対
し
、「
好

き
な
方
」
二
十
二
％
、「
嫌
い
な
方
」
四
十
八
・
八
％
、「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な

い
」
二
十
八
・
六
％
と
い
う
結
果
を
得
て
い
る
。
ま
た
猫
を
飼
っ
て
い
る
か
、

飼
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
か
と
い
う
質
問
に
つ
い
て
は
、「
飼
っ
て
い
る
」
八
・

六
％
、「
飼
っ
た
こ
と
が
あ
る
」
二
十
三
・
六
％
、「
飼
っ
た
こ
と
も
な
い
し
現

在
も
飼
っ
て
い
な
い
」
六
十
七
・
八
％
と
い
う
回
答
を
得
た
。
こ
の
結
果
か
ら
、

こ
の
世
論
調
査
の
回
答
者
は
、
猫
が
嫌
い
な
人
、
猫
を
飼
っ
た
こ
と
が
な
い
人

が
多
く
を
占
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
い
え
ば
、
猫
の
捕
獲

に
「
反
対
」（
九
・
七
％
）
し
た
人
は
、
猫
を
「
好
き
な
方
」（
二
十
二
％
）
と

149

動物保護管理行政における猫の登録と捕獲



答
え
た
人
よ
り
も
少
な
い
。
こ
の
結
果
は
、
猫
を
「
好
き
な
方
」
と
捉
え
る
人

で
も
、
猫
の
捕
獲
に
「
賛
成
」
と
考
え
る
人
が
、
少
な
か
ら
ず
い
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
政
府
が
「
ね
こ
の
保
護
及
び
管
理
」
と
題
し
て
実
施
し
た
世

論
調
査
は
、
市
町
村
が
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
を
定
め
、
猫
の
登
録
や
捕
獲

を
含
め
た
施
策
を
行
う
こ
と
が
、
社
会
通
念
上
、
概
ね
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
た
。
こ
の
世
論
調
査
は
、
政
府
が
猫
の
保
護
管
理
指
導
要
綱

を
事
務
提
要
に
掲
載
す
る
際
、
そ
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
た
め
の
要
素
の
一
つ

と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
世
論
調
査
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
自
体
が
、
当
時
の
政
府

が
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
、
野
良
猫
の
捕
獲
を
、
実
行
可
能
性
の
高
い
も
の

と
し
て
検
討
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

五
、
法
的
な
定
め
の
な
い
ま
ま
行
わ
れ
た
捕
獲
器
の
貸
出
し

　
こ
れ
ま
で
は
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
や
野
良
猫
の
捕
獲
に
関
し
て
、
法
的
な

環
境
を
整
え
て
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
き
た
が
、
次

に
、
法
的
な
環
境
を
整
え
な
い
ま
ま
行
わ
れ
た
、
野
良
猫
を
捕
獲
す
る
た
め
の

捕
獲
器
の
貸
出
し
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

　
捕
獲
器
の
貸
出
し
制
度
に
つ
い
て
調
査
を
進
め
て
い
く
と
、
お
お
む
ね
二
〇

〇
〇
年
前
後
の
記
事
に
、
自
治
体
が
行
っ
て
い
た
捕
獲
器
の
貸
出
し
制
度
が
、

動
物
愛
護
団
体
の
申
し
入
れ
に
よ
り
廃
止
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
例
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
以
下
で
は
、
貸
出
し
を
始
め
た
時
期
が
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し

て
い
る
奈
良
県
奈
良
市
、
山
口
県
宇
部
市
、
長
崎
県
佐
世
保
市
を
取
り
上
げ
た

い
。

奈
良
県
奈
良
市

　
奈
良
市
で
は
、
一
九
九
七
年
に
野
良
猫
を
捕
獲
す
る
た
め
の
捕
獲
器
の
貸
出

し
サ
ー
ビ
ス
が
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た
。
一
九
九
七
年
八
月
二
十
五
日
の
読
売

新
聞
大
阪
版
夕
刊
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
の
中
止
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
事
が

掲
載
さ
れ
た
。

　
約
二
十
年
間
、
野
良
猫
の
捕
獲
器
を
無
料
で
貸
し
出
す
珍
し
い
行
政

サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
た
奈
良
市
が
、
動
物
愛
護
団
体
な
ど
か
ら
「
保
健
所

で
処
分
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
の
抗
議
を
受
け
、
サ
ー
ビ
ス
を
中
止
し

て
い
た
こ
と
が
二
十
五
日
、
わ
か
っ
た
。
畑
の
作
物
や
ご
み
袋
を
荒
ら
し
、

市
民
生
活
に
害
を
及
ぼ
す
こ
と
か
ら
、
貸
し
出
し
を
求
め
る
声
も
根
強
く

あ
り
、
市
は
猫
が
嫌
い
な
水
入
り
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
置
い
た
り
、
シ
ョ

ウ
ガ
の
に
お
い
が
す
る
砂
を
ま
い
た
り
の
代
替
案
を
考
え
て
い
る
。
し
か

し
、
野
良
猫
の
減
少
に
は
つ
な
が
ら
ず
、
保
護
と
駆
除
の
は
ざ
ま
で
対
応

に
苦
慮
し
て
い
る
。

　
捕
獲
器
の
貸
し
出
し
は
静
岡
県
内
の
自
治
体
な
ど
全
国
五
市
町
で
要
綱

150



を
設
け
て
い
る
。
推
定
数
万
匹
の
野
良
猫
が
い
る
奈
良
市
で
は
、
ご
み
荒

ら
し
な
ど
の
苦
情
が
多
い
た
め
、
関
係
法
令
を
設
け
ず
導
入
し
た
。

　
猫
が
入
っ
た
ら
入
り
口
の
ふ
た
が
落
ち
て
中
に
閉
じ
込
め
る
仕
掛
け
で
、

横
、
高
さ
二
十
セ
ン
チ
、
奥
行
き
一
メ
ー
ト
ル
。
十
個
用
意
し
、
要
望
が

あ
れ
ば
最
大
二
週
間
の
期
限
付
き
で
貸
し
出
し
、
昨
年
度
は
八
十
件
、
今

年
度
も
先
月
下
旬
ま
で
に
二
十
五
件
の
利
用
が
あ
っ
た
。
捕
獲
さ
れ
た
猫

は
保
健
所
な
ど
に
持
ち
込
ま
れ
た
。

　
こ
れ
を
知
っ
た
愛
護
団
体
「
動
物
た
ち
の
会
」（
レ
ナ
ー
テ
・
ヘ
ロ
ル

ド
代
表
、
事
務
局
・
東
京
都
日
野
市
）
な
ど
は
、
保
健
所
で
処
分
さ
れ
た

り
、
誤
っ
て
飼
い
猫
を
捕
ま
え
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
、
五
月
か
ら

「
野
良
猫
の
不
妊
、
去
勢
手
術
を
す
る
べ
き
」
と
し
て
市
に
貸
し
出
し
の

中
止
を
要
望
し
た
。

　
市
は
「
野
良
猫
に
対
す
る
苦
情
は
多
く
、
捕
獲
は
必
要
」
と
サ
ー
ビ
ス

を
続
け
た
が
、
中
止
を
求
め
る
手
紙
が
約
六
十
通
に
も
の
ぼ
り
、
抗
議
電

話
も
連
日
あ
っ
た
の
で
、
先
月
末
で
新
規
の
貸
し
出
し
を
や
め
た
。

　
市
は
奈
良
保
健
所
と
相
談
、（
…
…
）「
代
替
案
」
を
考
え
て
い
る
が
、

効
果
は
疑
問
視
さ
れ
る
。
一
方
、
不
妊
、
去
勢
手
術
に
は
一
匹
二
、
三
万

円
か
か
っ
て
財
政
的
に
無
理
だ
と
し
、
弱
り
切
っ
て
い
る（

42
）

。（
傍
線
筆
者
）

　
記
事
冒
頭
、
約
二
十
年
間
サ
ー
ビ
ス
を
し
て
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
は

一
九
七
七
年
頃
か
ら
貸
出
し
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
二
段
落
目

傍
線
部
に
は
、「
関
係
法
令
を
設
け
ず
導
入
し
た
」
と
、
法
的
根
拠
の
な
い
ま

ま
捕
獲
器
の
貸
出
し
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
。
ま
た
、
捕
獲
器

に
よ
っ
て
捕
獲
さ
れ
た
猫
が
、
市
の
保
健
所
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
明

記
さ
れ
て
い
る
。

　
中
止
と
な
っ
た
の
は
東
京
都
日
野
市
の
動
物
愛
護
団
体
「
動
物
た
ち
の
会
」

（
レ
ナ
ー
テ
・
ヘ
ロ
ル
ド
代
表
）
が
一
九
九
七
年
五
月
に
市
に
要
望
を
行
っ
た
こ

と
が
き
っ
か
け
で
あ
り
、
当
初
は
要
望
を
は
ね
の
け
た
市
で
あ
っ
た
が
、
中
止

を
求
め
る
声
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
年
七
月
末
で
新
規
の
貸
出
し

を
や
め
た
と
さ
れ
る（

43
）

。

　
記
事
冒
頭
で
は
、
野
良
猫
用
捕
獲
器
の
貸
出
し
サ
ー
ビ
ス
は
、「
珍
し
い
行

政
サ
ー
ビ
ス
」
と
も
さ
れ
る
が
、
要
綱
を
設
け
る
全
国
五
市
町
や
奈
良
市
に
限

ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

山
口
県
宇
部
市

　
山
口
県
宇
部
市
で
も
、
要
綱
を
定
め
ず
捕
獲
器
の
貸
し
出
し
が
行
わ
れ
て
い

た
と
み
ら
れ
る
。
宇
部
市
は
山
口
県
西
部
に
位
置
し
、
一
九
八
〇
年
の
国
勢
調

査
に
よ
れ
ば
人
口
は
下
関
市
に
続
い
て
県
内
第
二
位
、
約
十
六
万
九
千
人
で

あ
っ
た（

44
）

。

　
二
〇
〇
〇
年
八
月
二
十
二
日
、
毎
日
新
聞
山
口
地
方
版
に
、
次
の
よ
う
な
記

事
が
掲
載
さ
れ
た
。
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宇
部
市
は
こ
の
ほ
ど
、
野
良
猫
駆
除
用
捕
獲
器
の
市
民
貸
し
出
し
の
中

止
を
決
め
た
。

　
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
「
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー
」（
本
部
・
東
京
）
が
七

月
中
旬
「
捕
獲
器
で
捕
獲
さ
れ
た
猫
を
自
治
体
が
引
き
取
る
の
は
動
物
保

護
法
上
問
題
が
あ
る
」
と
し
て
申
し
入
れ
て
い
た
。
市
は
「
申
し
入
れ
に

は
納
得
で
き
る
部
分
も
あ
る
」
と
中
止
を
決
め
た
。

　
捕
獲
器
は
猫
を
え
さ
で
お
び
き
寄
せ
捕
ら
え
る
も
の
で
、
市
は
六
個
所

有
し
て
い
る
。
一
九
八
一
年
か
ら
市
民
に
貸
し
出
し
を
始
め
、
年
間
一
〇

〜
二
〇
件
の
申
し
込
み
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　
動
物
保
護
法
で
は
野
良
犬
、
猫
の
引
き
取
り
は
「
拾
得
者
か
ら
求
め
ら

れ
た
場
合
は
、
引
き
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同

セ
ン
タ
ー
は
「
捕
獲
器
で
捕
ら
え
た
猫
は
拾
得
物
に
当
た
ら
な
い
」
と
し

て
い
た
。

　
同
セ
ン
タ
ー
理
事
で
、
宇
部
で
捨
て
犬
や
猫
の
里
親
探
し
な
ど
の
活
動

し
て
い
る
「
ド
ッ
グ
＆
キ
ャ
ッ
ト
・
レ
ス
キ
ュ
ー
」
の
小
山
悟
代
表
は
「
貸

し
出
し
中
止
は
当
然
。
野
良
猫
の
被
害
を
防
ぐ
に
は
ネ
ッ
ト
を
張
っ
た
り
、

忌
避
剤
を
ま
く
な
ど
方
法
は
あ
る
。
避
妊
手
術
も
あ
る
。
動
物
と
共
生
し

て
ほ
し
い
」
と
話
し
て
い
る（

45
）

。

　
記
事
に
よ
れ
ば
、
宇
部
市
が
貸
出
し
を
始
め
た
の
は
一
九
八
一
年
、
捕
獲
器

六
個
を
所
有
し
、
年
間
十
〜
二
十
件
の
利
用
が
あ
っ
た
。

　
中
止
を
申
し
入
れ
た
「
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー
」（
Ａ
Ｒ
Ｃ
）
は
、
二

〇
二
一
年
現
在
の
日
本
に
お
い
て
は
、
主
要
な
動
物
愛
護
団
体
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
る
団
体
で
あ
る
。
一
九
八
七
年
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
名
称
が
示
す
通
り
、

Anim
al rights

、
動
物
の
権
利
論
に
基
づ
く
活
動
を
展
開
す
る
組
織
で
あ
る（

46
）

。

ま
た
記
事
か
ら
は
、
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
理
事
の
一
人
で
、
宇
部
市
を
拠
点
に
す
る
動
物

愛
護
団
体
の
代
表
で
あ
っ
た
小
山
悟
が
申
し
入
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
わ

か
る
。

　
Ａ
Ｒ
Ｃ
の
主
張
は
、
捕
獲
器
で
捕
ま
え
る
こ
と
は
、
法
が
定
め
る
拾
得
に
当

た
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
、
宇
部
市
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
中
止
を
決
め
た
と
さ

れ
る
。

　
な
お
こ
こ
で
言
及
さ
れ
る
法
は
、「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」

で
あ
り
、
一
九
九
九
年
に
成
立
し
た
改
正
法
「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
法
律
」（
以
下
で
は
「
動
物
愛
護
法
」
と
言
う
）
は
、
二
〇
〇
〇
年
十
二
月
一

日
の
施
行
を
待
つ
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。

　
宇
部
市
が
野
良
猫
の
捕
獲
器
に
関
す
る
要
綱
等
を
定
め
て
い
た
か
ど
う
か
は
、

記
事
で
は
言
及
さ
れ
な
い
。
し
か
し
総
理
府
が
発
行
し
た
事
務
提
要
を
含
め
、

関
係
資
料
に
宇
部
市
が
要
綱
等
を
定
め
た
と
い
う
記
録
は
管
見
の
限
り
見
つ
か

ら
な
い
。

長
崎
県
佐
世
保
市

　
最
後
に
紹
介
す
る
の
は
、
長
崎
県
佐
世
保
市
で
あ
る
。
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佐
世
保
市
は
長
崎
県
北
部
に
位
置
し
、
県
内
第
二
位
の
人
口
を
擁
す
る
都
市

で
あ
る
。
一
九
八
五
年
時
点
で
の
人
口
は
、
約
二
十
五
万
人
で
あ
っ
た（

47
）

。

　
野
良
猫
用
捕
獲
器
の
貸
出
し
中
止
に
関
す
る
記
事
が
出
る
の
は
、
本
章
で
取

り
上
げ
た
自
治
体
で
は
最
も
遅
い
二
〇
〇
〇
年
一
月
で
あ
り
、「
動
物
愛
護
法
」

が
前
年
十
二
月
に
施
行
さ
れ
た
直
後
で
あ
っ
た
。

　
記
事
の
掲
載
が
あ
っ
た
の
は
、
一
月
二
十
二
日
の
朝
日
新
聞
長
崎
地
域
版
朝

刊
で
あ
っ
た
。
以
下
に
一
部
を
抜
粋
し
て
引
用
す
る
。

　
佐
世
保
市
は
、
動
物
団
体
の
抗
議
な
ど
を
受
け
、
十
四
年
続
い
て
き
た

ネ
コ
の
捕
獲
器
の
貸
し
出
し
を
三
月
ま
で
に
廃
止
す
る
方
針
を
固
め
た
。

「
動
物
愛
護
の
時
代
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
理
由
だ
が
、
県
内
の
各
自
治

体
が
引
き
取
る
猫
の
数
は
年
間
一
万
三
千
匹
を
超
え
、
二
年
連
続
で
全
国

最
多
だ
。
引
き
取
っ
た
ネ
コ
の
運
命
は
、「
ほ
と
ん
ど
が
安
楽
死
」（
県
環

境
衛
生
課
）。
不
幸
な
猫
を
増
や
さ
な
い
た
め
、
町
が
独
自
に
不
妊
や
去

勢
手
術
に
助
成
を
し
た
り
、
県
が
里
親
登
録
制
度
を
設
立
し
た
り
し
て
い

る
が
、
有
効
な
手
だ
て
に
な
っ
て
い
な
い
。

　（
佐
世
保
支
局
・
高
野
真
吾
）

　「
野
良
ネ
コ
は
人
間
の
犠
牲
者
で
あ
り
、
野
良
ネ
コ
に
罪
が
あ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
」。
一
日
、
佐
世
保
市
に
送
ら
れ
て
き
た
「
要
請
書
」

は
こ
う
指
摘
し
、
同
市
に
ネ
コ
の
捕
獲
器
の
貸
し
出
し
中
止
を
求
め
た
。

　
要
請
書
を
出
し
た
の
は
、「
動
物
た
ち
の
会
」（
レ
ナ
ー
ド
・
ヘ
ロ
ル
ド

代
表
、
東
京
都
日
野
市
）。
同
会
は
、
不
幸
な
ネ
コ
や
犬
を
出
さ
な
い
、

不
妊
や
去
勢
の
手
術
を
実
施
し
て
い
る
。

　
同
市
生
活
衛
生
課
に
よ
る
と
、「
ゴ
ミ
を
あ
さ
り
フ
ン
を
す
る
」「
畑
や

花
壇
に
入
っ
て
困
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
捕
獲
器
は
年
間
二
十
回
前
後

貸
し
出
さ
れ
る
。
平
均
四
十
―
六
十
頭
が
捕
獲
さ
れ
て
き
た
。

　
同
市
へ
の
ネ
コ
に
関
す
る
苦
情
は
、
年
間
約
五
百
件
。
継
続
を
求
め
る

声
も
一
部
で
あ
る
が
、
同
課
は
「
動
物
愛
護
の
考
え
方
が
進
み
、
全
国
的

に
貸
し
出
し
を
や
め
て
い
る
。
市
民
に
は
理
解
を
求
め
た
い
」
と
話
し
て

い
る
。（
…
…
）

　「
動
物
た
ち
の
会
」
の
杉
本
等
事
務
局
長
は
、
自
治
体
の
引
き
取
り
業

務
の
有
料
化
と
、
避
妊
・
去
勢
手
術
へ
の
助
成
を
求
め
る
。（
…
…
）
杉

本
さ
ん
は
「
引
き
取
り
の
手
数
料
を
、
手
術
の
助
成
に
回
せ
ば
財
政
へ
の

負
担
は
少
な
く
な
る
」
と
し
「
助
成
は
、
よ
り
経
済
的
に
不
幸
な
ネ
コ
を

少
な
く
で
き
る
手
段
だ
」
と
語
る（

48
）

。

　
記
事
に
よ
れ
ば
捕
獲
器
の
貸
出
し
は
十
四
年
続
い
て
き
た
と
さ
れ
、
一
九
八

七
年
頃
か
ら
貸
出
し
を
始
め
た
計
算
に
な
る
。
捕
獲
器
の
利
用
は
年
間
二
十
回

前
後
で
、
捕
獲
さ
れ
る
の
は
四
十
〜
六
十
頭
。
佐
世
保
市
に
は
猫
に
関
す
る
苦

情
が
年
間
約
五
百
件
寄
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
言
及
し
た
奈
良
市
、

宇
部
市
と
同
様
に
、
佐
世
保
市
に
つ
い
て
も
野
良
猫
用
捕
獲
器
の
貸
出
し
に
関

す
る
要
綱
等
を
定
め
た
と
い
う
よ
う
な
記
録
は
見
つ
か
ら
な
い
。
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貸
出
し
の
中
止
を
求
め
る
「
要
請
書
」
を
提
出
し
た
の
は
、
奈
良
市
に
も
中

止
を
求
め
た
「
動
物
た
ち
の
会
」（
日
野
市
）
で
あ
っ
た
。

　
動
物
た
ち
の
会
は
、
一
九
八
四
年
頃
に
作
ら
れ
た
市
民
団
体
で
、
ド
イ
ツ
人

で
社
会
学
博
士
号
を
持
ち
、
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
日
本
で
働
く
レ
ナ
ー
テ
・
ヘ

ロ
ル
ド
が
代
表
を
、
喫
茶
店
経
営
者
で
あ
っ
た
杉
本
等
が
事
務
局
を
務
め
る
組

織
で
あ
る
。
ヘ
ロ
ル
ド
の
自
著
や
杉
本
の
追
悼
集
に
よ
れ
ば
、
犬
・
猫
へ
の
不

妊
去
勢
手
術
の
実
施
や
普
及
活
動
、
ま
た
行
政
や
他
の
動
物
愛
護
団
体
へ
の
働

き
か
け
を
行
っ
て
い
た
組
織
で
あ
り
、
犬
や
猫
が
行
政
施
設
や
民
間
保
護
施
設

で
殺
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
明
確
に
反
対
し
て
い
た（

49
）

。

　「
動
物
た
ち
の
会
」
の
主
張
は
、
野
良
猫
に
罪
は
無
く
人
間
の
犠
牲
者
で
あ
る
、

と
い
う
も
の
で
、
捕
獲
の
中
止
と
、
避
妊
去
勢
手
術
へ
の
公
的
助
成
を
求
め
た
。

自
治
体
が
猫
を
引
取
る
際
に
手
数
料
を
設
け
、
そ
れ
を
手
術
へ
の
助
成
に
回
せ

ば
財
政
負
担
を
軽
減
で
き
る
、
と
の
提
案
で
あ
る
。

　
佐
世
保
市
生
活
衛
生
課
は
こ
の
「
要
請
書
」
を
受
け
、「
動
物
愛
護
の
時
代

に
合
わ
な
い
」、
ま
た
「
動
物
愛
護
の
考
え
方
が
進
み
、
全
国
的
に
貸
し
出
し

を
や
め
て
い
る
。
市
民
に
は
理
解
を
求
め
た
い
」
と
し
て
、
三
月
ま
で
に
廃
止

す
る
方
針
を
固
め
た
と
さ
れ
る（

50
）

。

　
上
記
の
市
の
コ
メ
ン
ト
中
、「
全
国
的
に
貸
し
出
し
を
や
め
て
い
る
」
と
い

う
一
節
は
、
奈
良
市
や
宇
部
市
、
ま
た
本
論
文
で
は
明
ら
か
に
で
き
て
い
な
い

自
治
体
の
動
向
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
佐
世
保
市
は
、
貸
出
し
を
廃
止
す
る
と
の
方
針
を
示
し
た
が
、

こ
の
方
針
は
転
換
さ
れ
た
。
二
年
後
に
当
た
る
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
、
朝
日

新
聞
長
崎
地
域
版
朝
刊
に
、「
捕
獲
器
の
貸
出
し
廃
止
に
踏
み
切
れ
な
い
」
と

す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
引
用
し
よ
う
。

　
佐
世
保
市
が
、
一
向
に
減
ら
な
い
野
良
猫
に
か
ら
む
苦
情
に
頭
を
痛
め

て
い
る
。
市
に
持
ち
込
ま
れ
「
安
楽
死
」
処
分
さ
れ
る
猫
は
年
三
千
匹
以

上
。「
無
責
任
に
餌
を
与
え
な
い
で
」
な
ど
と
啓
発
を
強
め
て
い
る
が
、

浸
透
は
不
十
分
で
、
動
物
愛
護
の
観
点
か
ら
の
異
論
も
根
強
い
。
市
は
四

月
に
も
「
動
物
愛
護
管
理
推
進
検
討
会
（
仮
称
）」
を
発
足
さ
せ
、
対
策

に
本
腰
を
入
れ
る
方
針
だ
が
、
打
開
策
を
見
い
だ
せ
る
か
は
不
透
明
だ
。

（
佐
世
保
支
局
・
河
野
俊
介
）

　
同
市
で
〇
一
年
度
処
分
さ
れ
た
猫
は
三
二
四
九
匹
で
、
約
十
年
間
は
ほ

ぼ
横
ば
い
だ
。「
自
宅
の
倉
庫
な
ど
に
入
り
込
ん
で
子
ど
も
を
産
ん
で
い

る
」
な
ど
、
猫
に
か
ら
む
苦
情
は
昨
年
一
年
間
で
六
二
六
件
に
の
ぼ
る
。

「
動
物
愛
護
の
時
代
に
合
わ
な
い
」
と
廃
止
を
検
討
し
て
い
た
猫
の
捕
獲

器
貸
し
出
し
は
、
各
町
内
会
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
六
割
が
「
継
続
」
を
求

め
、
廃
止
に
踏
み
切
れ
な
い
状
態
だ
。

　
県
内
は
斜
面
地
や
狭
い
路
地
が
多
く
、
猫
の
生
活
に
適
し
て
い
る
と
さ

れ
、
県
内
で
処
分
さ
れ
た
猫
の
数
は
〇
〇
年
度
で
約
一
万
四
千
匹
と
全
国

有
数
。
た
だ
、
人
口
が
佐
世
保
市
の
約
一
・
七
倍
の
長
崎
市
は
〇
一
年
度

で
三
八
九
二
匹
。
佐
世
保
市
の
担
当
者
は
「
地
理
的
条
件
だ
け
で
は
な
く
、
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市
民
の
意
識
の
問
題
も
あ
る
の
で
は
」
と
み
る
。

　
市
は
啓
発
ビ
ラ
で
「
無
責
任
な
餌
や
り
は
不
幸
な
猫
を
増
や
す
」「
避

妊
・
去
勢
手
術
を
」
と
訴
え
る
が
、
効
果
は
い
ま
一
つ
だ
。
逆
に
、
餌
を

や
ら
な
い
よ
う
求
め
る
こ
と
に
反
発
す
る
市
民
も
い
る（

51
）

。

　
引
用
文
第
二
段
落
を
見
る
と
、
捕
獲
器
の
貸
出
し
に
つ
い
て
、
町
内
会
ア
ン

ケ
ー
ト
で
六
割
が
継
続
を
求
め
た
た
め
に
廃
止
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
二
〇
〇
二
年
の
猫
に
関
す
る
苦
情
は
六
二
六
件
と
さ
れ
、
二
〇
〇
一
年
一

月
時
点
で
は
約
五
百
件
と
さ
れ
て
い
た
値
か
ら
二
割
以
上
増
加
し
て
い
る
。

　
佐
世
保
市
は
市
民
の
意
識
に
課
題
が
あ
る
の
で
は
と
考
え
、
無
責
任
な
餌
や

り
を
し
な
い
こ
と
や
、
避
妊
去
勢
手
術
を
推
奨
す
る
啓
発
ビ
ラ
を
作
成
す
る
も
、

効
果
を
実
感
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
反
発
が
あ
る
状
況
で
あ
っ
た
。

　
こ
こ
ま
で
の
記
事
で
は
、
野
良
猫
問
題
は
手
詰
ま
り
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印

象
を
受
け
る
。
し
か
し
記
事
は
続
け
て
、
横
浜
市
磯
子
区
で
始
ま
っ
て
い
た

「
地
域
猫
」
の
取
り
組
み
を
参
照
す
る
。

　
捨
て
猫
な
ど
十
数
匹
を
飼
い
、
野
良
猫
に
も
餌
を
や
る
石
本
君
子
さ
ん

（
六
十
四
）
は
「
腹
を
す
か
せ
た
猫
を
見
て
見
ぬ
ふ
り
は
で
き
な
い
。
殺

さ
ず
に
す
む
方
法
を
市
が
考
え
る
べ
き
だ
」
と
い
う
。

　
石
本
さ
ん
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
横
浜
市
磯
子
区
で
始
ま
り
、
東
京
な

ど
に
広
が
っ
た
「
地
域
猫
」
制
度
。
野
良
猫
を
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
管
理

の
も
と
で
地
域
で
世
話
す
る
仕
組
み
だ
。（
…
…
）

　「
動
物
と
の
共
生
を
考
え
る
会
・
ね
こ
だ
す
け
サ
セ
ボ
」
代
表
の
南
三

知
代
さ
ん
（
六
十
二
）
は
「
責
め
る
べ
き
は
捨
て
猫
を
す
る
無
責
任
な
飼

い
主
。
野
良
猫
は
あ
く
ま
で
去
勢
・
避
妊
で
減
ら
す
べ
き
だ
」
と
、
市
に

よ
る
手
術
費
用
助
成
を
求
め
る
。

　
保
健
衛
生
関
係
者
ら
十
人
で
つ
く
る
動
物
愛
護
管
理
推
進
検
討
会
で
は
、

飼
う
側
の
責
任
の
明
確
化
や
動
物
に
よ
る
被
害
へ
の
対
策
の
ほ
か
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
飼
い
方
講
習
や
里
親
探
し
な
ど
動
物
愛
護
活
動
の
活
性

化
、
行
政
の
支
援
な
ど
に
つ
い
て
今
後
の
方
針
を
協
議
す
る
。
動
物
愛
護

関
連
条
例
の
制
定
も
検
討
す
る
方
針
だ
。

　
市
は
「
去
勢
・
避
妊
の
助
成
や
地
域
猫
制
度
な
ど
も
検
討
課
題
に
は
な

る
」
と
い
う
。
た
だ
、
助
成
に
つ
い
て
は
、
財
源
の
問
題
な
ど
解
決
す
べ

き
課
題
は
多
い
と
い
う
。
地
域
猫
に
つ
い
て
は
市
側
、
南
代
表
と
も
「
地

域
の
協
力
が
必
要
で
、
現
在
の
市
民
の
意
識
で
は
難
し
い
」
と
の
見
方
で

一
致
し
て
い
る
。

　
磯
子
区
で
は
、「
世
話
し
て
も
ら
え
る
」
と
区
外
か
ら
猫
が
持
ち
込
ま

れ
て
い
る
形
跡
が
あ
る
と
い
う
。「
制
度
は
一
定
の
歯
止
め
に
は
な
る
が
、

結
局
は
人
間
の
モ
ラ
ル
が
最
大
の
問
題
」
と
区
の
担
当
者
は
言
う（

52
）

。

　「
地
域
猫
」
と
は
、
野
良
猫
に
不
妊
去
勢
手
術
を
施
し
た
う
え
で
元
の
場
所

に
戻
し
、
地
域
住
民
間
で
合
意
さ
れ
た
ル
ー
ル
に
基
づ
い
て
、
地
域
住
民
が
世
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話
を
す
る
取
り
組
み
で
あ
る
。
繁
殖
防
止
に
よ
り
一
代
限
り
と
な
る
点
、
適
切

な
餌
や
り
や
糞
尿
の
処
理
に
よ
る
猫
に
よ
る
被
害
の
低
減
等
の
効
果
が
あ
る
と

さ
れ
る
。
横
浜
市
磯
子
区
が
一
九
九
九
年
三
月
に
「
磯
子
区
猫
の
飼
育
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
」
を
ま
と
め
た
こ
と
で
注
目
さ
れ（

53
）

、
二
〇
二
一
年
現
在
で
は
野
良
猫
対

策
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
一
つ
と
し
て
広
く
認
知
さ
れ
て
い
る（

54
）

。

　
上
記
の
記
事
は
、
佐
世
保
市
に
お
い
て
、
従
来
の
捕
獲
器
の
貸
出
し
で
は
な

く
、
不
妊
去
勢
手
術
費
用
の
助
成
や
、
地
域
猫
の
取
り
組
み
に
よ
る
猫
の
保
護

管
理
が
模
索
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
趣
旨
の
記
事
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
地
域
猫

に
つ
い
て
は
、
市
、
ま
た
地
元
動
物
愛
護
団
体
と
も
に
、「
現
在
の
市
民
の
意

識
で
は
難
し
い
」
と
い
う
立
場
で
、
直
ち
に
導
入
す
る
こ
と
は
見
送
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
議
論
に
お
い
て
行
政
は
、
野
良
猫
の
排
除
に
よ
る
被
害
の
解
決
を
求
め

る
声
と
、
動
物
愛
護
の
考
え
方
に
立
っ
た
施
策
を
求
め
る
声
と
の
間
で
板
挟
み

に
な
る
と
い
う
、
難
し
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
そ
の
後
、
捕
獲
器
の
貸
出
し
制
度
が
廃
止
と
な
っ
た
の
か
継
続
と
な
っ
た
の

か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
佐
世
保
市
は
二
〇
一
三
年
四
月
に
「
佐
世
保
市
地
域

猫
不
妊
・
去
勢
手
術
費
助
成
実
施
要
綱
」
を
施
行
し
、
地
域
猫
活
動
を
支
援
し

て
い
る（

55
）

。

　
こ
れ
ら
奈
良
市
、
宇
部
市
、
佐
世
保
市
の
事
例
は
、
動
物
愛
護
団
体
が
貸
出

し
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
に
制
度
の
廃
止
を
求
め
、
自
治
体
が
こ
れ
を
受
け

入
れ
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
詳
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
申
し
入
れ
が
行
わ

れ
た
の
は
、「
動
物
愛
護
法
」
が
成
立
し
た
一
九
九
九
年
前
後
で
あ
り
、
こ
れ

は
現
在
の
野
良
猫
対
策
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
「
地
域
猫
活
動
」
が

立
ち
上
が
っ
て
く
る
時
期
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
貸
出
し
の
廃
止
に
踏
み
切
れ

ず
に
い
た
佐
世
保
市
に
お
け
る
議
論
で
は
、
捕
獲
で
は
な
い
方
法
と
し
て
地
域

猫
活
動
が
参
照
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
野
良
猫
の
捕
獲
と
処
分

と
い
う
排
除
の
方
法
に
よ
る
野
良
猫
対
策
は
、
地
域
猫
活
動
の
前
段
階
の
施
策

で
あ
っ
た
と
、
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
野
良
猫
を
排
除
す
る

施
策
は
、
動
物
愛
護
法
の
成
立
や
地
域
猫
活
動
が
広
ま
る
に
連
れ
て
、
下
火
に

な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
駆
除
目
的
で
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
に
関
す
る
議
論
の
展
開

　
そ
の
様
子
は
、
動
物
愛
護
法
の
改
正
に
関
わ
る
議
論
の
中
に
も
、
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
本
論
文
の
最
後
に
、
駆
除
を
目
的
に
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
に
関
す
る
議

論
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
序
論
で
触
れ
た
、
都
道
府
県
等
に
犬
・
猫
の
引
取
り
を
義
務
付
け
た
規
定

（
引
取
義
務
規
定
）
は
、
悪
質
な
ブ
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
濫
用
や
、
終
生
飼
養
の
観

点
、
ま
た
飼
い
犬
・
飼
い
猫
や
、
地
域
猫
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
猫
を
引
き
取

る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
引
取
り
を
拒
否
で
き
る
よ
う
に
す
る
改
正
が
長

く
求
め
ら
れ
て
き
た
。
二
〇
一
二
年
に
は
所
有
者
か
ら
の
引
取
り
が
、
二
〇
一
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九
年
に
は
所
有
者
の
わ
か
ら
な
い
犬
・
猫
の
拾
得
者
か
ら
の
引
取
り
が
、
そ
れ

ぞ
れ
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
拒
否
で
き
る
よ
う
改
正
さ
れ
た
。
こ
の
改
正
に
関

わ
る
議
論
で
は
、
駆
除
を
目
的
と
し
て
捕
獲
さ
れ
た
猫
を
行
政
が
引
取
る
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
度
々
触
れ
ら
れ
て
き
た
。

　
引
取
義
務
規
定
を
定
め
る
「
動
物
愛
護
法
」
が
、
二
〇
一
二
年
に
改
正
さ
れ

た
際
に
は
、
衆
参
両
院
で
「
駆
除
目
的
に
捕
獲
さ
れ
た
飼
い
主
の
い
な
い
猫
の

引
取
り
は
動
物
愛
護
の
観
点
か
ら
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
」
と
す
る
付
帯

決
議
が
盛
り
込
ま
れ
た（

56
）

。

　
ま
た
二
〇
一
五
年
に
は
、
公
益
財
団
法
人
動
物
環
境
・
福
祉
協
会
Ｅ
ｖ
ａ
が
、

駆
除
目
的
で
捕
獲
し
た
猫
の
引
取
り
は
遵
法
の
措
置
で
は
な
い
と
い
う
立
場
か

ら
、
捕
獲
し
た
猫
の
引
取
り
に
関
し
て
全
国
の
自
治
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を

実
施
し
、
引
き
取
る
五
・
四
％
、
引
き
取
ら
な
い
七
十
三
・
二
％
と
い
う
結
果

を
得
て
い
る（

57
）

。

　
二
〇
一
八
年
に
は
、
動
物
愛
護
法
を
所
管
す
る
環
境
省
の
審
議
会
の
一
つ
、

動
物
愛
護
部
会
が
、「
動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い

て
（
論
点
整
理
）」
を
ま
と
め
た
が
、
こ
こ
で
も
駆
除
を
目
的
に
捕
獲
さ
れ
た

猫
の
引
取
り
が
論
点
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
駆
除
目
的
に
捕
獲
さ

れ
た
猫
を
引
取
ら
な
い
こ
と
は
、
猫
に
よ
る
生
活
環
境
被
害
を
受
け
て
い
る
住

民
等
か
ら
、
明
確
な
法
律
違
反
で
あ
る
と
の
指
摘
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と

さ
れ
た（

58
）

。

　
興
味
深
い
の
は
こ
の
論
点
整
理
に
関
連
し
た
新
潟
県
の
報
告
で
あ
る
。
新
潟

県
は
二
〇
〇
三
年
に
、
そ
れ
ま
で
積
極
的
に
行
っ
て
い
た
、
捕
獲
さ
れ
た
猫
の

引
取
り
を
、
動
物
愛
護
の
観
点
か
ら
取
り
止
め
た
。
所
有
者
が
い
る
蓋
然
性
の

高
い
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
す
る
よ
う
、
方
針
を
転
換
し
た
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
方
針
転
換
の
前
後
で
、
猫
に
よ
る
苦
情
に
大
き
な
変

化
は
な
く
、
猫
の
捕
獲
が
、
猫
に
関
す
る
苦
情
の
減
少
に
効
果
が
な
い
こ
と
を

体
験
し
た
、
と
報
告
し
た（

59
）

。

　
引
取
り
を
取
り
止
め
て
も
苦
情
に
変
化
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
猫
の
捕
獲

の
効
果
を
評
価
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
し
か
し
こ
の
事
例
は
、
捕
獲
さ

れ
た
猫
の
引
取
り
を
取
り
止
め
る
こ
と
が
、
苦
情
の
増
加
に
直
結
し
な
い
可
能

性
を
示
唆
し
た
。

　
ま
た
直
近
の
改
正
に
あ
た
る
二
〇
一
九
年
の
動
物
愛
護
法
改
正
に
向
け
た
議

論
に
お
い
て
は
、Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ
（Put an End to Anim

al C
ruelty and Exploitation

）、

Ｊ
Ａ
Ｖ
Ａ
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
動
物
実
験
の
廃
止
を
求
め
る
会
）、
Ａ
Ｒ
Ｃ
（
認
定
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー
）
の
三
団
体
が
連
携
し
て
運
動
を
展
開
し
、

所
有
者
の
わ
か
ら
な
い
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
も
改
正
を
求
め
た
。
運
動
で
は

Ｊ
Ａ
Ｖ
Ａ
を
中
心
に
し
て
、
行
政
側
が
猫
の
引
取
り
を
拒
否
で
き
る
よ
う
改
正

す
る
こ
と
を
求
め
、
こ
れ
を
実
現
さ
せ
た
。
三
団
体
は
こ
の
運
動
に
お
い
て
、

排
除
・
駆
除
目
的
で
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
を
原
則
禁
止
と
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
た
が
、
こ
の
規
定
は
実
現
し
な
か
っ
た（

60
）

。

　
二
〇
二
一
年
現
在
も
駆
除
目
的
で
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、

法
的
な
整
理
が
明
確
に
な
さ
れ
て
い
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
駆
除
を
目
的
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と
し
て
捕
獲
さ
れ
た
猫
の
引
取
り
に
つ
い
て
は
、
引
取
義
務
規
定
改
正
の
次
の

段
階
と
し
て
、
今
後
も
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

結
　
論

　
以
上
の
よ
う
に
本
論
文
で
は
、
主
に
動
物
保
護
管
理
法
（
一
九
七
四
年
―
二

〇
〇
〇
年
）
の
下
で
行
わ
れ
た
、
猫
の
保
護
管
理
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て

き
た
。
日
本
で
初
め
て
の
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
持
つ
動
物
保
護
法
の
下
で
は
、

野
良
猫
の
捕
獲
と
処
分
と
い
う
施
策
が
、
主
と
し
て
猫
に
関
す
る
苦
情
へ
の
対

応
策
と
し
て
実
施
、
あ
る
い
は
検
討
さ
れ
て
い
た
。

　
静
岡
県
旧
島
田
市
が
一
九
七
六
年
に
定
め
た
「
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要

綱
」
は
、
乳
児
が
野
良
猫
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
咬
傷
事

故
や
、
そ
の
後
旧
島
田
市
内
で
発
生
し
た
猫
に
よ
る
咬
傷
事
故
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
咬
傷
事
故
の
防
止
と
、
猫
に
関
す
る
苦
情
へ
の
対
応
策
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
要
綱
は
前
例
の
な
い
、
飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
野
良
猫
の

捕
獲
制
度
を
定
め
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
旧
島
田
市
で
は
猫
に

関
す
る
苦
情
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
、
要
綱
は
制
定
の
目
的
を
十
分

に
達
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
他
方
で
旧
島
田
市
は
、
こ
の
制
度
に
伴
う
猫
の

殺
処
分
は
、
動
物
愛
護
の
根
本
精
神
に
は
悖
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
し

て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
要
綱
が
制
定
さ
れ
、
運
用
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
、
咬

傷
事
故
の
防
止
や
猫
に
関
す
る
被
害
を
訴
え
る
苦
情
へ
の
対
応
が
、
重
要
度
の

高
い
課
題
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
こ
の
事
例
は
、

動
物
観
の
変
化
が
当
該
動
物
に
関
す
る
法
制
度
の
成
立
を
促
し
た
事
例
と
し
て

も
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
旧
島
田
市
が
定
め
た
要
綱
や
類
似
の
事
例
は
、
一
九
八
二
年
以
降
、
政

府
に
よ
っ
て
全
国
の
自
治
体
へ
関
連
文
書
が
共
有
さ
れ
、
政
府
は
飼
い
猫
の
登

録
制
度
や
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を
実
質
的
に
追
認
し
て
い
た
。
ま
た
政
府
は
、

一
九
八
二
年
に
飼
い
猫
の
登
録
制
度
と
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
の
是
非
を
問
う
世

論
調
査
を
実
施
し
、
過
半
数
の
賛
成
を
得
て
も
い
た
。
こ
れ
ら
の
政
府
の
対
応

か
ら
は
、
政
府
が
飼
い
猫
の
登
録
制
や
野
良
猫
の
捕
獲
制
度
を
、
実
行
可
能
性

の
高
い
も
の
と
し
て
検
討
し
て
い
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

　
ま
た
本
論
文
で
は
、
一
部
の
自
治
体
が
法
的
環
境
を
整
え
な
い
ま
ま
、
野
良

猫
用
捕
獲
器
の
貸
出
し
を
、
猫
に
関
す
る
苦
情
へ
の
対
策
と
し
て
実
施
し
て
い

た
こ
と
も
確
認
し
た
。
こ
の
よ
う
な
貸
出
し
は
、
二
〇
〇
〇
年
前
後
に
、
動
物

愛
護
団
体
が
貸
出
し
の
中
止
を
求
め
た
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

働
き
か
け
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
は
中
止
、
あ
る
い
は
中
止
が
検
討
さ
れ
、
代
替

策
と
し
て
地
域
猫
活
動
が
検
討
さ
れ
た
事
例
も
確
認
で
き
た
。

　
さ
ら
に
は
、
猫
の
保
護
管
理
に
関
す
る
議
論
と
し
て
、
動
物
愛
護
法
の
改
正

に
関
わ
る
議
論
に
お
け
る
、
駆
除
目
的
に
捕
獲
さ
れ
た
猫
を
行
政
が
引
取
る
こ

と
の
法
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
も
触
れ
た
。
こ
の
引
取
り
に
つ

い
て
は
、
二
〇
二
一
年
現
在
も
法
的
に
明
確
な
整
理
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
今

後
の
議
論
が
期
待
さ
れ
る
。
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本
論
文
に
は
残
さ
れ
た
課
題
も
多
い
。
旧
島
田
市
の
要
綱
に
つ
い
て
は
、
一

九
八
六
年
以
降
の
運
用
状
況
は
資
料
が
見
当
た
ら
ず
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
ま
た
要
綱
等
を
定
め
ず
に
行
わ
れ
た
捕
獲
器
の
貸
出
し
に
つ
い
て
は
、

法
的
根
拠
が
な
く
記
録
に
も
残
り
に
く
い
た
め
か
、
貸
出
し
廃
止
時
の
新
聞
記

事
で
し
か
制
度
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
捕
獲
器
の
貸
出

し
が
こ
れ
ら
の
自
治
体
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
や
、
そ
の
他
の
自
治

体
で
も
実
施
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
明
ら
か

に
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
本
稿
が
動
物
保
護
（
愛
護
）
管
理
行
政
に
お
け
る
猫
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

歴
史
的
な
観
点
か
ら
見
つ
め
直
す
端
緒
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

謝
辞

　
本
研
究
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
島
田
市
立
島
田
図
書
館
、
静
岡
県
立
中
央
図
書
館
に
て

所
蔵
資
料
の
調
査
を
行
っ
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
る
。

注（
１
）　
青
木
人
志
『
日
本
の
動
物
法
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
年
、
第
二
版
、
五
十

八
―
六
十
頁
。

（
２
）　
第
一
条
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」
法
律
第
百
五
号
（
昭
四
八
・
一

〇
・
一
）

（
３
）　
保
護
動
物
は
第
十
三
条
二
項
一
号
に
お
い
て
「
牛
、
馬
、
豚
、
め
ん
羊
、
や
ぎ
、
犬
、

ね
こ
、
い
え
う
さ
ぎ
、
鶏
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北
樹
出
版
、

一
九
八
四
年
。

（
６
）　
今
泉
友
子
「
犬
・
猫
行
政
殺
処
分
の
法
的
論
点
の
整
理
」『
早
稲
田
法
学
』
八
十
七
巻

三
号
、
二
〇
一
二
年
、
二
二
三
―
二
五
六
頁
。
ま
た
引
取
義
務
規
定
を
含
む
「
動
物
保

護
管
理
法
」
の
法
案
条
文
策
定
過
程
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
で
論
じ
た
。
春
藤
献

一
「「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
」
に
お
け
る
法
案
条
文
策
定
過
程
の
検
討

―
理
念
規
定
及
び
犬
・
猫
引
取
義
務
規
定
を
中
心
に
」『
日
本
研
究
』
第
六
十
一
集
、

二
〇
二
〇
年
十
一
月
、
六
十
九
―
一
〇
四
頁
。

（
７
）　
総
理
府
統
計
局
『
昭
和
五
〇
年
国
勢
調
査
報
告  

第
三
巻
そ
の
二
十
二
静
岡
県
』
総

理
府
統
計
局
、
一
九
七
七
年
、
三
頁
。

（
８
）　
春
藤
献
一
「「
動
物
保
護
管
理
法
」
に
よ
る
人
・
犬
・
猫
の
接
触
の
変
貌
」。

（
９
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

昭
和
六
十

一
年
度
版
』
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
二
―
一
〇
三
頁
。

（
10
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

昭
和
六
十

一
年
度
版
』
一
〇
三
頁
。

（
11
）　『
静
岡
新
聞
』
一
九
七
六
年
四
月
二
十
五
日
、
朝
刊
、
十
五
頁
。

（
12
）　
静
岡
県
衛
生
部
『
新
聞
報
道
か
ら
み
た
業
務
の
あ
し
あ
と
』
静
岡
県
衛
生
部
、
一
九

七
七
年
、
一
二
一
頁
（
初
出
：『
静
岡
新
聞
』
一
九
七
六
年
五
月
四
日
）。

（
13
）　
同
前
。

（
14
）　
同
前
。

（
15
）　
同
前
。

（
16
）　
静
岡
県
衛
生
部
『
新
聞
報
道
か
ら
み
た
業
務
の
あ
し
あ
と
』
一
二
二
頁
（
初
出
：『
読
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売
新
聞
』
一
九
七
六
年
八
月
十
七
日
）。

（
17
）　
同
前
。

（
18
）　
同
前
。

（
19
）　『
静
岡
新
聞
』
一
九
七
六
年
十
一
月
三
十
日
、
朝
刊
、
十
三
頁
。

（
20
）　
要
綱
第
九
条
二
項
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
21
）　
島
田
市
「
保
健
衛
生
」『
昭
和
五
十
一
年
度 

決
算
に
係
る
主
要
な
施
策
の
成
果
に
関

す
る
報
告
書
』
島
田
市
、
一
九
七
七
年
、
一
七
六
頁
。

（
22
）　
静
岡
県
島
田
市
環
境
衛
生
課
「
飼
い
ね
こ
の
登
録
制
に
つ
い
て
」『
動
物
た
ち
』N

o. 2

、

一
九
七
九
年
八
月
一
日
、
七
十
二
―
七
十
五
頁
。

（
23
）　
同
前
、
七
十
二
頁
。

（
24
）　
同
前
、
七
十
四
頁
。

（
25
）　
同
前
。

（
26
）　
同
前
。

（
27
）　
同
前
。

（
28
）　
島
田
市
企
画
調
整
部
秘
書
広
報
課
『
広
報
し
ま
だ 

復
刻
保
存
版
Ⅱ
』
島
田
市
企
画
調

整
部
秘
書
広
報
課
、
一
九
九
三
年
、
一
〇
三
一
頁
（
初
出
：『
広
報
し
ま
だ
』
二
七
〇
、

一
九
七
八
年
六
月
号
、
一
九
七
八
年
、
三
頁
）。

（
29
）　
島
田
市
企
画
調
整
部
秘
書
広
報
課
『
広
報
し
ま
だ 

復
刻
保
存
版
Ⅲ
』
島
田
市
企
画
調

整
部
秘
書
広
報
課
、
二
〇
〇
一
年
、
四
一
二
―
四
一
三
頁
（
初
出
：『
広
報
し
ま
だ
』
三

三
四
、
一
九
八
三
年
九
月
号
、
一
九
八
三
年
、
二
―
三
頁
）。

（
30
）　
島
田
市
「
島
田
市
ね
こ
の
保
護
管
理
指
導
要
綱
」
平
成
十
七
年
五
月
五
日
告
示
第
七

十
六
号
（
二
〇
二
一
年
六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）http://w

w
w
1.g-reiki.net/city.shim

ada/

reiki_honbun/r3
0
3RG
0
0
0
0
0
3
1
1.htm

l

（
31
）　
島
田
市
「
飼
い
主
の
い
な
い
ね
こ
」
最
終
更
新
二
〇
一
三
年
三
月
二
十
九
日
。（
二
〇

二
一
年
六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）https://w

w
w.city.shim

ada.shizuoka.jp/kurashi-docs/

kainushinoinaineko.htm
l

（
32
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

昭
和
五
十

七
年
度
版
』
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
、
一
九
八
二
年
、
一
四
八
―
一
四
九
頁
。

（
33
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

昭
和
五
十

八
年
度
版
』
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
、
一
九
八
三
年
、
一
〇
二
―
一
四
三
頁
。

（
34
）　
掲
載
さ
れ
た
文
書
等
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
要
綱
全
文
、
様
式
七
種
（「
猫
登
録
申

請
書
」「
猫
登
録
台
帳
」「
愛
猫
登
録
証
」「
猫
鑑
札
」「
猫
登
録
抹
消
届
」「
所
有
権
放
棄

届
」「
捕
獲
猫
送
付
届
」）、
チ
ラ
シ
例
、
回
覧
文
書
「
飼
い
猫
の
登
録
替
え
に
つ
い
て
（
お

知
ら
せ
）」
例
、「
昭
和
五
十
六
年
度
猫
不
妊
去
勢
手
術
実
施
要
領
」
全
文
、「
捕
獲
器
使

用
に
よ
る
基
本
的
な
事
項
に
つ
い
て
」
全
文
、
回
覧
文
書
「
の
ら
猫
捕
獲
に
つ
い
て
（
お

知
ら
せ
）」
例
、「
猫
捕
獲
器
具
借
用
申
請
書
」、
不
要
猫
収
集
業
務
の
「
委
託
契
約
書
」

例
・
報
告
書
様
式
・
仕
様
書
、
猫
の
保
護
管
理
事
務
の
流
れ
に
つ
い
て
の
解
説
（
担
当

部
署
、
人
口
、
猫
登
録
数
、
猫
引
取
数
、
捕
獲
猫
引
取
数
、
捕
獲
器
貸
出
数
、
不
妊
去

勢
手
術
助
成
限
度
数
、
対
策
費
）、
事
務
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
四
種
（
猫
登
録
、
猫
登
録
抹

消
、
猫
引
取
り
、
猫
捕
獲
）。
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行

政
事
務
提
要  

昭
和
五
十
七
年
度
版
』
一
五
〇
―
一
六
九
頁
。

（
35
）　
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
管
理
室
『
動
物
保
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

昭
和
五
十

七
年
度
版
』
一
五
〇
―
一
五
一
頁
。

（
36
）　
同
前
、
一
五
七
頁
。

（
37
）　
同
前
。

（
38
）　
同
前
、
一
五
八
頁
。

（
39
）　
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
「
４
．
猫
の
保
護
（
愛
護
）
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
、
規
則
、
要
綱
等
の
概
要
」『
動
物
愛
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

令
和

二
年
度
版
』
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
。（
二
〇
二
一
年
六
月
八
日

ア
ク
セ
ス
）https://w

w
w.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/gyosei-jim

u_

r0
2.htm

l

（
40
）　
内
閣
府
政
府
広
報
室
「
動
物
の
保
護
及
び
管
理
に
関
す
る
世
論
調
査

―
ね
こ
の
保

護
及
び
管
理
」
一
九
八
二
年
六
月
実
施
。（
二
〇
二
〇
年
十
一
月
二
十
六
日
ア
ク
セ
ス
）

https://survey.gov-online.go.jp/s5
7/S
5
7

―0
6

―5
7

―0
6.htm

l
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（
41
）　
同
前
。

（
42
）　『
読
売
新
聞
』
一
九
九
七
年
八
月
二
十
五
日
、
大
阪
、
夕
刊
、
十
四
頁
。

（
43
）　
同
前
。

（
44
）　
総
務
省
統
計
局
「e-Stat

」、
総
務
省
統
計
局
調
査
部
国
政
統
計
課
「
第
十
六
表  

都
道

府
県
・
市
区
町
村
・
人
口
集
中
地
区
別
人
口
、
人
口
増
減
（
昭
和
五
十
〜
五
十
五
年
）、

面
積
及
び
人
口
密
度
―
昭
和
五
十
五
年
」『
昭
和
五
十
五
年
国
勢
調
査
』（
二
〇
一
四
年

六
月
十
日
公
開
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
八
日
ア
ク
セ
ス
）https://w

w
w.e-stat.

go.jp/stat-search/files?page
=1&

layout

=datalist&
toukei

=00
2
0
0
5
2
1&

tstat

=

0
0
0
0
0
1
0
0
8
7
7
6&

cycle

=0&
tclass1

=00
0
0
0
1
0
3
6
8
5
7&

second
2

=1

（
45
）　『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
〇
年
八
月
二
十
二
日
、
西
部
版
、
山
口
、
朝
刊
、
三
十
二
頁
。

（
46
）　
認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ア
ニ
マ
ル
ラ
イ
ツ
セ
ン
タ
ー
「
Ａ
Ｒ
Ｃ
に
つ
い
て
」（
二
〇
二
一
年

六
月
八
日
ア
ク
セ
ス
）http://w

w
w.arcj.org/about/

（
47
）　
総
理
府
統
計
局
『
昭
和
六
〇
年
国
勢
調
査
報
告
第
二
巻
第
一
次
基
本
集
計
結
果
そ
の

二 

四
十
二 

長
崎
県
』
総
理
府
統
計
局
、
一
九
八
六
年
、
二
頁
。

（
48
）　
高
野
真
吾
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
月
二
十
二
日
、
長
崎
、
朝
刊
、
三
十
二
頁
。

（
49
）　
レ
ナ
ー
テ
・
ヘ
ロ
ル
ド
『
小
さ
な
友
だ
ち
の
た
め
に
』『
猫
の
手
帖
』
編
集
部
、
ど
う

ぶ
つ
タ
マ
コ
ロ
文
庫
一
、
改
訂
版
、
二
〇
〇
一
年
。
石
川
祐
一
編
『
動
物
た
ち
の
た
め

に
で
き
る
こ
と

―
杉
本
等
追
悼
集
』
石
川
幸
子
、
二
〇
一
七
年
。

（
50
）　
高
野
真
吾
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
一
年
一
月
二
十
二
日
、
長
崎
、
朝
刊
、
三
十
二
頁
。

（
51
）　
河
野
俊
介
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
三
年
二
月
三
日
、
長
崎
、
朝
刊
、
二
十
七
頁
。

（
52
）　
同
前
。

（
53
）　
黒
澤
泰
『「
地
域
猫
」
の
す
す
め

―
ノ
ラ
猫
と
上
手
に
つ
き
あ
う
方
法
』
文
芸
社
、

二
〇
〇
五
年
。

（
54
）　
環
境
省
は
二
〇
一
〇
年
に
「
住
宅
密
集
地
に
お
け
る
犬
猫
の
適
正
飼
養
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
を
策
定
し
、
こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
地
域
猫
が
紹
介
さ
れ
、
推
奨
さ
れ
る
。

（
55
）　
環
境
省
自
然
環
境
局
総
務
課
動
物
愛
護
管
理
室
「
４
．
猫
の
保
護
（
愛
護
）
及
び
管

理
に
関
す
る
条
例
、
規
則
、
要
綱
等
の
概
要
」『
動
物
愛
護
管
理
行
政
事
務
提
要  

令
和

元
年
度
版
』
七
十
九
コ
マ
。

（
56
）　「
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附

帯
決
議
」
二
〇
一
二
年
八
月
二
十
八
日
、
衆
議
院
環
境
委
員
会
。「
動
物
の
愛
護
及
び
管

理
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
」
二
〇
一
二
年
八

月
二
十
八
日
、
参
議
院
環
境
委
員
会
。

（
57
）　
公
益
財
団
法
人
動
物
環
境
・
福
祉
協
会
Ｅ
ｖ
ａ
「
駆
除
目
的
で
捕
獲
し
た
猫
の
引
取

り
に
つ
い
て
全
国
ア
ン
ケ
ー
ト
」
二
〇
一
五
年
十
一
月
。https://w

w
w.eva.or.jp/

questionnaire0
1

（
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
九
日
ア
ク
セ
ス
）

（
58
）　「
動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
論
点
整
理
）」
中
央
環

境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
二
十
七
日
、
三
頁
。
こ
の
点
に
関
す

る
部
会
の
委
員
や
自
治
体
の
意
見
は
、
以
下
の
資
料
に
詳
し
い
。「
参
考
資
料
２  

動
物

愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
第
48

回
資
料
２
）
に
対
す
る
第

48

回
部
会
以
降
の
委
員
意
見
」
中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛
護
部
会
（
第
49

回
）
二
〇
一

八
年
七
月
三
十
日
。「
参
考
資
料
２  

動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に

つ
い
て
（
第
48
・
49

回
資
料
２
）
に
対
す
る
自
治
体
意
見
」
中
央
環
境
審
議
会
動
物
愛

護
部
会
（
第
50
回
）
二
〇
一
八
年
十
月
二
十
二
日
。

（
59
）　「
参
考
資
料
２  

動
物
愛
護
管
理
を
め
ぐ
る
主
な
課
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
（
第
48
・

49
回
資
料
２
）
に
対
す
る
自
治
体
意
見
」
五
頁
。

（
60
）　
こ
れ
ら
三
団
体
の
運
動
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
詳
し
い
（
両
サ
イ

ト
共
に
二
〇
二
一
年
三
月
二
十
九
日
ア
ク
セ
ス
）。

　
　
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ
「
２

０

１

９

年
改
正
動
物
愛
護
法
解
説
：
引
取
り
の
拒
否
が
所
有
者
不
明

の
犬
猫
に
も
」https://anim

als-peace.net/anim
al_law

/anim
al_law

2
0
1
9rev/hikitori

　
　
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｃ
Ｅ
「
２

０

１

９

年
の
動
物
愛
護
法
改
正
へ
向
け
た
私
た
ち
の
活
動
」https://

anim
als-peace.net/anim

al_law
/history-anim

allaw
2
0
1
8cam

paign
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